
『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

若
　
江
　
賢
　
三

】二三

　
は
じ
め
に

「
悪
逆
」
罪
に
つ
い
て

唐
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪

元
代
の
「
不
孝
」
罪

　
む
す
び

は
　
じ
　
め
　
に

　
古
来
、
中
国
法
の
特
色
と
し
て
、
法
と
道
徳
が
未
分
化
の
ま
ま
発
達
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
唐
律
の
十
悪
の
名
称
が
そ
れ

を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
十
悪
と
は
①
謀
反
、
②
謀
大
逆
、
③
謀
叛
、
④
悪
逆
、
⑤
不
道
、
⑥
大
不
敬
、
⑦
不
孝
、
⑧
不
睦
、
⑨
不
義
、

⑩
内
乱
の
各
種
の
大
罪
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
④
悪
逆
と
⑦
不
孝
は
、
家
庭
・
宗
族
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
人
間
関
係
の
中
で
、
子
（
ま
た

は
目
下
の
者
）
が
親
（
ま
た
は
目
上
の
者
）
に
対
し
て
働
く
不
遜
な
る
行
為
に
適
用
さ
れ
る
罪
名
の
典
型
で
あ
る
。
（
祖
）
父
母
に
暴
力
を

振
う
行
為
が
「
悪
逆
」
と
さ
れ
る
の
を
例
外
と
す
れ
ば
、
両
者
の
う
ち
、
殺
人
の
か
ら
む
の
が
「
悪
逆
」
罪
で
、
そ
れ
以
外
の
も
の
が
「
不

二
九



三
〇

孝
」
罪
で
あ
っ
た
。
殺
人
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
本
来
家
庭
・
宗
族
の
内
部
で
処
理
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
国

家
に
よ
っ
て
養
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
特
殊
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
秦
誌
代
以
降
の
国
家
統
治
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
で
あ
ろ

う
『
孝
経
』
の
五
刑
章
に
は

　
　
五
刑
之
属
三
千
、
而
罪
莫
大
於
不
孝
。

と
あ
る
。
五
刑
と
は
、
鯨
（
い
れ
ず
み
）
、
則
（
は
な
そ
ぎ
）
、
別
（
あ
し
き
り
）
、
宮
（
生
殖
器
の
割
去
）
、
大
野
（
死
刑
）
の
五
段
階
の

刑
罰
で
あ
り
、
「
五
刑
の
属
三
千
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
の
対
象
と
な
る
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
三
千
に
及
ぶ
条
文
が
存
在
し
た
と
い
う

戦
国
時
代
の
人
々
の
歴
史
認
識
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
各
種
の
罪
名
の
中
で
も
、
「
不
孝
」
罪
は
最
大
（
級
）
の
罪
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
『
理
経
』
の
成
立
し
た
戦
国
期
に
は
、
「
悪
逆
」
と
い
う
罪
名
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
（
1
）

　
筆
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
『
鞘
管
地
融
雪
竹
簡
』
等
に
見
ら
れ
る
秦
代
の
「
不
孝
」
罪
は
、
子
が
親
に
対
し
て
暴
力
を
振
っ
た
り
、
罵
署

し
た
り
、
或
い
は
教
令
に
従
わ
ず
反
抗
し
た
り
し
た
際
に
、
親
の
側
か
ら
の
訴
え
に
よ
っ
て
死
刑
と
な
し
得
る
と
い
う
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ

た
。
秦
帝
国
崩
壊
の
あ
と
を
承
け
た
漢
王
朝
で
は
、
薫
何
の
手
に
よ
っ
て
富
商
が
制
定
さ
れ
る
が
、
当
初
は
ほ
ぼ
濫
淫
を
踏
襲
し
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

漢
王
朝
の
独
自
性
も
多
少
は
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
漢
初
に
は
「
不
孝
」
に
次
ぐ
罪
（
次
不
孝
罪
）
な
る
も
の
が
存
在
し
、
「
不
孝
1
1
死
刑
」

と
い
う
原
則
が
若
干
で
は
あ
る
が
緩
和
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
武
帝
期
頃
ま
で
は
「
不
孝
」
罪
に
よ
る
死
刑
の
記
録
が
散
見
す
る
が
、

前
漢
も
後
期
に
な
る
と
そ
の
適
用
の
厳
格
さ
が
薄
れ
、
「
不
孝
」
を
弾
劾
さ
れ
て
も
実
際
に
は
軽
い
刑
で
済
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

さ
ら
に
後
漢
以
降
に
な
る
と
、
「
不
孝
」
罪
の
訴
え
や
学
才
を
受
理
し
な
い
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
、
逆
に
「
不
孝
」
罪
に
よ
る
処
刑
の
事
例
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
さ
ら
に
「
不
孝
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
漢
代
に
は
様
々
な
変
化
が
現
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
父
母
へ
の
経

済
的
援
助
を
怠
っ
た
り
、
父
母
の
喪
中
に
性
的
犯
罪
を
犯
し
た
り
、
或
い
は
父
母
を
告
発
し
た
り
す
る
こ
と
も
「
不
孝
」
と
さ
れ
、
処
罰

の
対
象
と
な
っ
た
。
ま
た
、
儒
教
の
浸
透
に
と
も
な
っ
て
、
父
母
に
限
定
さ
れ
て
い
た
当
初
の
「
不
孝
」
の
対
象
が
、
祖
父
母
父
母
へ
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

広
が
っ
た
の
も
漢
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
変
化
の
延
長
上
に
あ
る
の
が
唐
薯
十
悪
中
の
「
不
孝
」
罪
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
元
典

章
』
の
諸
悪
中
に
見
ら
れ
る
元
代
の
「
不
孝
」
罪
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
元
代
法
制
史
料
の
宝
庫
と
い
わ
れ
る
『
元
典
章
』
の
刑
部
を
中
心
的
な
史
料
と
し
て
、
当
時
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
の
性

格
解
明
と
刑
法
上
の
位
置
づ
け
と
を
目
標
と
す
る
。
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
章
で
は
、
従
来
の
「
不
孝
」
罪
の
概
念
と
一
部
重
な
る

「
悪
逆
」
罪
に
つ
い
て
論
じ
、
続
い
て
第
二
章
で
は
、
元
代
の
「
不
孝
」
罪
の
実
態
を
考
察
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
『
唐
律
疏
議
』
の

十
悪
中
の
「
不
孝
」
の
内
容
を
検
討
し
、
し
か
る
後
に
第
三
章
に
お
い
て
は
『
元
典
章
』
に
即
し
て
元
代
の
「
不
孝
」
罪
を
分
析
す
る
。

こ
れ
を
以
て
唐
か
ら
元
に
か
け
て
の
「
不
孝
」
罪
変
遷
を
跡
づ
け
る
研
究
の
一
環
と
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

一

「
悪
逆
」
罪
に
つ
い
て

　
『
元
生
』
巻
一
〇
四
、
刑
法
志
三
の
「
大
悪
」
の
項
に
は
唐
律
を
承
け
た
十
悪
の
う
ち
、
①
謀
反
か
ら
⑤
不
道
ま
で
に
関
す
る
律
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

定
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
「
不
孝
」
と
関
連
す
る
「
悪
逆
」
罪
の
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
、
単
磁
に
お

け
る
「
悪
逆
」
と
は
「
親
殺
し
の
予
備
・
陰
謀
お
よ
び
親
に
対
す
る
暴
行
ま
た
は
近
親
尊
重
の
殺
害
と
い
う
、
儒
教
倫
理
の
上
か
ら
み
て

最
大
級
の
犯
罪
」
で
あ
る
が
、
元
王
朝
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
こ
れ
を
受
け
継
い
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
元
の
「
悪
逆
」
罪
の
典
型
は

　
　
諸
子
孫
斌
其
祖
父
母
父
母
者
、
陵
遅
処
死
。

と
記
さ
れ
る
罪
で
あ
る
。
陵
（
凌
）
遅
処
死
と
は
受
刑
者
の
身
体
を
切
り
刻
む
最
も
残
酷
な
刑
で
、
王
鍵
の
『
刑
聖
母
名
』
に
よ
れ
ば
、

金
王
朝
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
同
刑
法
志
に
よ
れ
ば
、
子
が
父
母
を
殺
し
た
場
合
に
は
、
た
と
え
犯
人
が
獄
死
し
て
も
、
そ
の
遺
骸
は
解

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

剖
し
て
見
せ
し
め
と
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
秦
律
以
来
の
伝
統
的
「
不
孝
」
罪
の
多
く
が
父
母
等
か
ら
の
告
発
に
よ
っ
て
成
立
す
る
親
告

　
　
　
（
7
）

罪
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
「
悪
逆
」
罪
は
犯
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
の
身
内
か
ら
の
告
発
を
要
し
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
同
刑
法
志
に

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

＝
二
一



＝
二
二

　
　
諸
差
後
面
其
父
母
、
父
母
無
他
益
、
告
乞
免
官
養
老
者
、
杖
一
盛
七
、
居
役
百
日
。
（
中
略
）
諸
部
内
有
犯
悪
逆
、
而
隣
佑
社
長
知
而

　
　
不
首
、
有
司
承
告
而
不
問
、
皆
罪
之
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
即
ち
、
酔
っ
た
際
に
父
母
を
殴
り
、
し
か
も
そ
の
子
が
自
分
た
ち
を
扶
養
す
る
唯
一
の
者
で
あ
る

か
ら
と
親
が
願
い
出
た
場
合
で
す
ら
免
罪
と
は
な
ら
ず
、
五
百
七
の
う
え
で
百
日
の
労
役
が
科
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
父
母
を
殴
る
と
い
う

こ
の
罪
は
、
隣
人
や
社
長
等
ま
わ
り
の
者
が
こ
れ
を
隠
し
た
り
、
役
所
が
握
り
つ
ぶ
そ
う
と
し
て
も
、
発
覚
す
れ
ば
罰
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
同
刑
法
志
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
弟
が
兄
を
、
嫁
が
舅
や
姑
を
、
妻
が
夫
を
、
さ
ら
に
は
翁
面
が
主
人
を
殺
害
し
た
場
合
に
も
「
悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

逆
」
罪
が
適
用
さ
れ
、
死
刑
が
科
せ
ら
れ
た
。

　
で
は
次
に
、
『
元
典
章
』
中
に
見
ら
れ
る
元
代
の
「
悪
逆
」
罪
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
同
書
巻
四
一
、
刑
部
三
、
悪

逆
の
［
駆
奴
本
使
を
研
傷
す
］
の
条
（
刑
部
の
句
読
は
、
基
本
的
に
岩
村
忍
・
田
中
謙
二
著
『
校
訂
本
元
曲
ハ
章
刑
部
第
一
冊
』
一
九
六
四
、

に
依
る
）
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
至
元
四
（
一
二
六
七
）
年
曹
州
の
申
に
い
ふ
、
帰
拉
し
到
る
吉
四
児
の
状
称
に
い
ふ
「
元
と
投
排
の
新
民
の
戸
計
に
係
は
り
、
本
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
お
は
　
　
　
　
ふ
と
ど
き

　
　
頭
目
余
洪
、
四
児
将
売
り
詑
り
、
不
合
に
も
本
使
の
弟
に
打
罵
せ
ら
れ
た
る
こ
と
有
る
（
上
の
）
斜
め
、
南
元
四
年
七
月
初
め
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
日
の
夜
に
、
本
使
の
飯
南
二
将
軍
を
用
て
研
塾
せ
る
」
罪
犯
。
法
主
擬
議
し
得
た
る
に
、
吉
四
号
の
所
命
に
い
ふ
「
元
と
好
き
投
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
　
の
人
戸
に
係
は
り
、
被
り
て
余
主
簿
に
駆
口
と
作
れ
、
陳
百
戸
に
転
売
与
さ
れ
て
駆
為
り
。
今
、
本
人
陳
百
戸
の
弟
陳
二
を
謀
殺
し

　
　
已
正
せ
り
」
と
。
理
は
謀
殺
凡
人
の
定
罪
に
同
じ
。
旧
例
に
い
ふ
「
謀
殺
人
面
傷
の
者
は
絞
」
と
。
其
れ
吉
四
二
は
合
に
死
に
処
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
る
を
行
な
ふ
べ
し
、
と
。
（
刑
）
部
は
擬
を
准
し
、
省
に
呈
し
て
断
じ
詑
る
。

と
あ
る
。
本
条
は
、
駆
奴
（
奴
隷
）
で
あ
っ
た
吉
四
児
が
主
人
陳
百
戸
の
主
義
二
が
彼
を
打
虚
し
た
こ
と
に
恨
み
を
懐
き
、
斧
で
切
り
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

け
て
傷
を
負
わ
せ
た
事
件
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
旧
例
（
金
律
を
指
す
）
の
謀
殺
人
已
傷
を
適
用
し
て
（
陵
遅



処
死
で
は
な
く
）
、
処
死
と
す
べ
し
と
い
う
の
が
刑
部
の
判
断
で
あ
り
、
中
書
省
も
こ
れ
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
右
の
ケ
ー
ス
が
何
故
問
題
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
。
『
唐
律
疏
議
』
巻
一
、
名
例
律
の
「
悪
逆
」
の
注
に

　
　
謂
殴
及
謀
殺
祖
父
母
父
母
、
殺
伯
叔
父
母
・
姑
・
兄
姉
・
外
祖
父
母
父
母
・
夫
・
夫
之
祖
父
母
父
母
者
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
儒
教
倫
理
の
上
か
ら
み
て
最
大
級
の
犯
罪
」
が
唐
律
に
お
け
る
「
悪
逆
」
罪
で
あ
り
、
そ
の
量
刑
は
絞
よ
り
も
一
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ク
重
い
斬
で
あ
っ
た
。
一
方
、
奴
碑
が
主
人
を
殺
害
し
た
り
、
謀
殺
し
た
り
と
い
う
ケ
ー
ス
は
同
巻
二
二
、
闘
訟
律
二
二
条
に

　
　
諸
部
曲
奴
碑
過
失
門
主
者
、
絞
。
傷
藪
下
者
流
。
即
殴
主
盛
期
親
及
外
祖
父
母
者
、
絞
。
已
傷
者
皆
斬
。
署
者
徒
二
年
半
。

と
あ
る
。
し
か
し
、
唐
律
で
は
こ
れ
ら
の
罪
が
「
悪
逆
」
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
恐
ら
く
、
金
の
泰
和
律
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
っ
た
。
因
み
に
、
奴
碑
が
主
人
（
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
人
物
）
を
殺
害
し
た
罪
を
「
悪
逆
」
罪
と
し
て
扱
う
の
は
、
『
元
典
章
』
で

は
至
元
四
年
以
後
で
あ
る
。

　
古
来
、
中
国
社
会
に
お
い
て
は
主
人
と
奴
碑
と
の
法
的
な
関
係
は
、
親
子
の
関
係
と
類
似
し
て
い
た
。
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
法
律
答
問

一
〇
四
簡
に
は

　
　
主
壇
殺
刑
髭
其
子
・
臣
妾
、
是
謂
非
公
室
告
、
旧
藩
。
而
行
草
、
告
二
曲
。

と
あ
り
、
秦
律
に
お
い
て
は
、
親
ま
た
は
主
人
が
子
ま
た
は
奴
碑
に
対
し
て
不
当
に
殺
し
た
り
刑
罰
を
加
え
た
際
、
子
や
奴
碑
が
そ
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

当
性
を
訴
え
た
と
し
て
も
「
非
公
室
の
告
」
と
し
て
受
理
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
同
竹
簡
に
は
、
奴
碑
が
主
人
に
暴
力
を
振
っ
た
場
合

の
規
定
は
見
ら
れ
な
い
が
、
子
が
親
に
暴
力
を
振
っ
た
場
合
に
親
か
ら
の
告
発
が
あ
れ
ば
死
刑
と
な
し
え
た
の
と
同
様
に
、
主
人
か
ら
の

告
発
が
あ
れ
ば
奴
埠
を
死
刑
と
な
し
得
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
五
世
紀
ば
か
り
下
る
三
国
期
の
魏
の
刑
法
に
つ
い
て
記
す
『
晋

書
』
巻
三
〇
、
刑
法
志
に

　
　
奴
碑
桿
・
王
、
主
得
謁
殺
之
。

　
『
元
典
章
』
及
び
『
唐
国
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一
二



＝
二
四

と
あ
り
、
主
人
か
ら
の
求
め
に
よ
り
有
罪
の
奴
脾
を
死
刑
と
な
し
得
る
の
は
、
引
導
以
来
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
元
の
時
代
に
つ
い
て
言
え
ば
、
『
元
典
章
』
刑
部
三
、
殺
奴
碑
娼
の
［
殴
殺
有
罪
駆
］
の
二
元
五
年
の
条
に

　
　
旧
例
、
奴
脾
有
罪
、
不
請
官
司
而
殺
者
、
杖
一
百
。
無
罪
而
殺
者
、
徒
一
年
。
有
賢
君
決
罰
致
死
者
、
勿
論
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
元
に
お
い
て
も
有
罪
の
奴
碑
な
ら
ば
、
や
は
り
主
人
が
官
に
申
し
出
れ
ば
死
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
、
主
人
が
加
罰
す
る
際
に
奴
輩
が
死
ん
だ
と
し
て
も
そ
の
主
人
は
無
罪
で
あ
る
、
と
い
う
「
旧
例
」
も
援
用
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
［
主
戸
打
死
佃
客
］
の
大
徳
六
（
］
三
〇
二
）
年
の
条
に

　
　
亡
宋
已
前
、
主
戸
生
殺
、
視
佃
戸
不
若
草
芥
、
自
記
附
以
来
、
少
革
前
鑑
。

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
代
に
は
、
地
・
王
が
佃
戸
や
奴
脾
の
生
殺
与
奪
の
権
を
ほ
と
ん
ど
掌
握
す
る
に
近
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
元
王

朝
が
中
国
本
土
を
支
配
す
る
に
当
っ
て
は
、
こ
う
し
た
身
分
的
に
異
な
る
者
同
士
問
で
の
殺
傷
事
件
に
つ
い
て
、
明
確
な
基
準
が
必
要
と

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
利
用
さ
れ
た
の
が
こ
れ
ま
で
専
ら
家
庭
内
倫
理
に
背
く
行
為
に
適
用
さ
れ
て
い
た
「
悪
逆
」
罪

で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
元
史
』
巻
一
〇
四
、
刑
法
志
三
の
大
悪
に
は

　
　
諸
奴
故
殺
其
主
者
、
陵
遅
処
死
。

と
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
規
定
は
前
掲
の

　
　
諸
子
孫
試
其
祖
父
母
父
母
者
、
陵
遅
処
死
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
前
述
の
吉
四
児
が
・
論
人
の
弟
を
謀
殺
已
貢
し
た
事
例
で
は
、
こ
の
犯
罪
の
量
刑
を
単
な
る
死
刑
と
す
べ
き
か
、
或
い
は
謀
殺
祖

父
母
父
母
の
例
と
同
じ
陵
遅
半
死
と
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
の
焦
点
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
だ
基
準
と
す
べ
き
前
例
が
な

か
っ
た
故
に
、
中
央
ま
で
お
伺
い
を
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
「
旧
例
」
と
は
元
代
に
土
用
さ
れ
た
金
の
律



を
指
す
が
、
そ
れ
は
『
唐
律
疏
議
』
巻
一
七
、
賊
盗
律
九
条
の

　
　
諸
謀
殺
人
者
（
徒
三
年
。
）
已
傷
者
絞
。
已
殺
者
斬
。

と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
唐
律
や
金
律
で
は
、
一
般
の
殺
人
未
遂
で
も
計
画
的
で
あ
っ
て
か
つ
已
傷
の
場
合
に
は
絞
と
な
り
、
已
殺
の
場
合

に
は
斬
と
な
る
と
い
う
。
一
方
、
元
の
死
刑
に
は
、
斬
の
上
に
例
外
的
な
刑
と
し
て
陵
遅
処
死
が
あ
っ
た
が
、
絞
は
な
か
っ
た
。
故
に
吉

四
児
の
量
刑
も
、
斬
か
陵
遅
溶
岩
の
い
ず
れ
か
し
か
な
く
、
結
局
前
者
が
採
択
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
「
悪
逆
」
罪
で
は
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て
も
、
殺
人
罪
↓
般
の
量
刑
と
区
別
は
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
前
例
と
な
り
、
奴
婦
が
主
人
を
殺
害
し
た
罪
を
「
悪

逆
」
罪
と
し
、
（
故
殺
で
な
い
限
り
は
）
処
死
と
す
る
事
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
次
に
、
『
元
典
章
』
の
「
悪
逆
」
の
項
に
記
さ
れ
る
他
の
例
は
、
奴
隷
が
役
人
を
殺
し
た
二
例
（
奴
殺
本
使
）
と
、
同
じ
く
奴
隷
が
役
人

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
次
妻
を
殺
し
た
例
（
奴
殺
本
宿
次
序
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
奴
碑
の
身
分
に
あ
る
者
が
役
人
ま
た
は
そ
の
家
族
を
殺
し
た
ケ
ー
ス
で
あ

り
、
加
害
者
は
前
者
で
は
死
刑
と
な
り
、
後
者
で
は
被
害
者
の
夫
か
ら
の
請
願
に
よ
り
死
罪
は
免
れ
て
い
る
。

　
右
に
見
た
諸
例
に
よ
り
、
元
代
の
「
悪
逆
」
罪
の
特
色
を
要
約
す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
下
位
の
身
分
の
者
が

上
位
の
者
を
殺
傷
す
る
犯
罪
が
（
そ
の
対
象
が
祖
父
母
父
母
で
あ
れ
ば
、
殴
の
み
で
）
「
悪
逆
」
と
な
り
、
そ
の
量
刑
は
死
刑
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
殺
害
の
対
象
が
祖
父
母
父
母
で
あ
っ
た
り
、
或
い
は
故
殺
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
最
も
残
虐
な
情
報
処
死
が
科
せ
ら
れ
た
。
ま

た
、
奴
脾
が
主
人
を
殺
傷
し
た
ケ
ー
ス
に
「
悪
逆
」
罪
を
適
用
し
た
の
も
、
元
王
朝
独
自
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
　
唐
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪

　
次
に

注
に
は

『
唐
墨
疏
議
』
に
よ
っ
て
、
唐
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
の
概
念
と
そ
の
量
刑
と
を
確
認
し
て
お
く
。
語
例
律
十
悪
の
「
不
孝
」
の

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
戸
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

＝
二
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六

　
　
明
盲
言
漆
器
祖
父
母
父
母
、
及
祖
父
母
父
母
在
別
面
異
書
、
書
供
養
有
閾
、
居
父
母
喪
、
自
身
嫁
嬰
、
若
作
楽
釈
服
従
吉
、
聞
祖
父

　
　
母
父
母
喪
、
匿
不
挙
哀
、
詐
称
祖
父
母
父
母
死
。

と
あ
る
。
右
に
記
さ
れ
る
「
不
孝
」
罪
を
分
析
し
て
列
挙
す
る
と
、
①
面
食
、
②
誼
、
③
署
、
④
別
籍
異
土
、
⑤
供
養
有
閾
、
⑥
自
身
嫁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

嬰
、
⑦
作
楽
釈
服
従
吉
、
⑧
匿
不
挙
哀
、
⑨
詐
称
の
九
種
類
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
①
～
⑤
に
つ
い
て
は
祖
父
母
父
母
に
対
す
る
行
為
で

あ
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
、
①
告
言
、
②
甜
、
③
口
言
、
④
別
籍
下
流
、
及
び
⑤
供
養
有
望
が
あ
り
、
次
に
父
母
の
喪
中
の
行
為
と
し
て
は
、

⑥
自
身
嫁
嬰
、
及
び
⑦
作
楽
釈
服
従
吉
が
あ
り
、
次
に
服
喪
に
関
す
る
罪
と
し
て
は
、
祖
父
母
父
母
の
死
に
際
し
て
の
⑧
虚
器
挙
哀
、
及

び
⑨
詐
称
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
①
の
「
告
言
」
に
つ
い
て
は
、
『
唐
律
疏
議
』
巻
二
一
二
、
闘
訟
律
四
四
条
に

　
　
諸
告
祖
父
母
父
母
者
絞
。

と
あ
る
と
こ
ろ
の
「
告
」
と
同
じ
で
、
祖
父
母
父
母
を
告
発
す
る
罪
は
絞
と
な
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
秦
律
に
お
い
て
は
、
子
や
奴
脾

が
親
や
主
人
を
告
発
す
る
こ
と
は
「
非
公
室
の
告
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
そ
れ
で
も
強
い
て
告
発
す
れ
ば
罰
す
る
、
と
い
う
消
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

的
な
禁
止
で
あ
っ
た
が
、
漢
代
に
な
る
と
、
子
が
親
を
告
発
す
る
こ
と
自
体
を
「
不
孝
」
罪
と
し
て
重
く
罰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
唐
門

も
こ
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
②
の
「
誼
」
に
つ
い
て
は
名
篇
律
の
疏
議
に

　
　
誼
猶
呪
也
。

と
あ
る
よ
う
に
話
語
を
指
す
。
呪
誼
に
は
二
通
り
あ
り
、
一
般
的
に
は
相
手
に
害
意
を
懐
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
呪
甜
の
有
効
性
が
信
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ら
れ
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
が
謀
殺
の
罪
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
「
悪
逆
」
罪
と
な
り
、
量
刑
は
斬
で
あ
っ
た
。

一
方
、
こ
れ
に
対
し
て
、
同
巻
一
八
、
賊
次
皿
律
一
七
条
に

　
　
即
於
祖
父
母
父
母
及
主
、
直
求
愛
媚
、
而
厭
呪
者
、
流
二
千
里
。



と
あ
る
よ
う
に
、
愛
媚
を
求
め
て
の
呪
誼
で
あ
れ
ば
、
量
刑
が
流
二
千
里
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
次
に
③
凹
田
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
面
と
向
っ
て
し
か
も
通
常
の
会
話
で
は
決
し
て
用
い
な
い
よ
う

な
語
彙
を
つ
ら
ね
て
悪
口
を
浴
せ
か
け
る
と
い
う
、
極
め
て
具
体
的
な
行
為
」
を
指
す
。
祖
父
母
父
母
を
署
る
罪
の
量
刑
に
つ
い
て
は
、

同
巻
二
二
、
闘
訟
律
二
八
条
に

　
　
諸
署
祖
父
母
父
母
者
絞
。

と
あ
る
よ
う
に
、
絞
で
あ
っ
た
。
以
上
が
原
則
と
し
て
量
刑
を
死
刑
と
す
る
「
不
孝
」
罪
で
あ
る
。

　
次
に
、
量
刑
が
死
刑
に
至
ら
な
い
「
不
孝
」
罪
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
④
別
籍
異
財
に
つ
い
て
は
名
例
律
の
疏
議
に

　
　
祖
父
母
父
母
在
、
子
孫
就
養
無
方
、
出
告
反
面
、
無
自
専
半
道
。
而
有
異
財
高
等
、
情
無
言
孝
之
心
、
名
義
以
之
倶
濡
、
結
節
於
藪

　
　
並
棄
。
稽
之
典
礼
、
罪
悪
難
容
、
二
事
（
雲
容
・
異
財
）
既
望
相
須
、
違
年
並
当
十
悪
。

と
あ
り
、
祖
父
母
父
母
の
生
存
中
に
戸
籍
を
別
に
す
る
と
か
、
或
い
は
家
計
を
分
か
つ
こ
と
も
「
不
孝
」
罪
と
さ
れ
た
。
そ
の
量
刑
に
つ

い
て
は
同
巻
一
二
、
戸
婚
律
六
条
に

　
　
諸
祖
父
母
父
母
在
、
而
子
孫
別
籍
異
財
者
、
徒
三
年
。

と
あ
る
よ
う
に
、
徒
三
年
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
に
類
す
る
罪
と
し
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
父
母
の
喪
中
の
別
籍
異
財
に
徒
］
年
が

科
せ
ら
れ
た
。

　
次
に
⑤
供
養
有
閾
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
疏
議
に

　
　
礼
（
『
礼
記
』
隠
蔽
）
云
「
孝
子
之
養
其
親
也
、
楽
爆
心
、
不
早
手
志
、
以
其
飲
食
、
而
忠
養
之
。
」
其
有
削
回
三
碧
者
、
祖
父
母
父

　
　
母
告
乃
坐
。

と
あ
り
、
祖
父
母
父
母
の
生
存
中
に
経
済
的
援
助
を
怠
る
こ
と
も
、
祖
父
母
父
母
か
ら
の
告
発
に
よ
っ
て
「
不
孝
」
罪
に
当
て
ら
れ
た
。

　
『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七



一
三
八

そ
の
量
刑
に
つ
い
て
記
す
同
巻
二
四
、
闘
訟
律
四
七
条
に
は

　
　
諸
子
孫
違
犯
教
令
及
供
養
有
閾
有
者
、
徒
二
年
。

と
あ
り
、
祖
父
母
父
母
の
扶
養
の
怠
慢
は
そ
の
教
令
に
従
わ
な
い
場
合
と
併
せ
て
、
祖
父
母
父
母
か
ら
の
訴
え
が
あ
れ
ば
徒
二
年
の
刑
が

科
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
な
お
、
時
代
は
遡
る
が
、
漢
代
初
期
の
刑
法
に
つ
い
て
記
す
『
張
家
山
漢
簡
』
に
は
、
司
法
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
廷
尉
穀
と
廷
史
で

あ
る
申
と
の
聞
の
問
答
が
記
さ
れ
て
お
り
、

　
　
自
暴
史
申
（
中
略
）
非
廷
尉
当
単
身
、
「
律
日
『
不
孝
棄
市
』
。
生
思
妻
工
率
令
食
三
日
、
繋
累
以
何
等
子
」
。
廷
尉
穀
等
日
「
当
棄

　
　
市
」
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
漢
の
草
創
期
に
お
い
て
は
、
供
養
有
壁
は
死
罪
に
当
た
る
と
司
法
の
側
で
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

果
し
て
こ
れ
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
漢
代
半
ば
以
前
で
は
「
不
孝
」
な
る
罪
名
自
体
が
死

刑
と
結
び
付
く
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
変
化
し
、
や
が
て
唐
丸
に
は
供
養
有
閾
が
二
年

の
徒
刑
と
な
り
、
漢
初
よ
り
も
一
段
と
軽
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
⑥
父
母
の
喪
中
に
自
身
が
嫁
帰
す
る
「
不
孝
」
罪
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
唐
半
減
議
』
巻
＝
二
、
星
斗
律
三
〇
条
に
は

　
　
諸
居
父
母
七
二
喪
油
壷
三
者
、
徒
三
年
。
細
編
三
等
、
各
離
之
。
知
三
共
為
婚
姻
者
、
各
減
五
等
、
不
知
者
、
不
坐
。

と
あ
り
、
親
の
喪
中
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
耕
し
た
場
合
の
量
刑
と
し
て
は
徒
三
年
が
科
せ
ら
れ
、
別
離
さ
せ
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ

た
。
な
お
、
喪
中
に
妾
を
逸
っ
た
場
合
に
は
減
三
等
（
徒
一
年
半
）
と
な
り
、
喪
中
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
婚
姻
し
た
相
手
側
は
減

五
等
（
杖
］
百
）
と
な
り
、
知
ら
ず
に
婚
姻
し
た
場
合
は
無
罪
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
類
似
す
る
犯
罪
と
し
て
、
父
母
の
喪
中
に
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を
生
む
と
い
う
こ
と
も
刑
罰
の
対
象
と
な
り
得
た
。
同
巻
一
二
の
日
葡
三
七
条
に
は



　
　
諸
居
父
母
喪
、
生
子
及
兄
弟
別
籍
異
財
者
、
徒
一
年
。

と
あ
り
、
喪
中
の
懐
妊
に
よ
っ
て
子
を
生
む
行
為
に
は
、
兄
弟
が
喪
中
に
別
籍
異
浴
す
る
行
為
と
共
に
、
徒
一
年
の
刑
が
科
せ
ら
れ
た
。

　
な
お
、
父
母
の
喪
中
に
お
け
る
懐
妊
や
兄
弟
別
籍
甚
財
も
理
念
的
に
は
「
不
孝
」
の
概
念
に
入
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
名
例
律

の
「
不
孝
」
の
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
か
を
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
唐
言
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
は
徒
二

年
以
上
の
も
の
を
指
す
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
為
で
あ
ろ
う
と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
量
刑
が
徒
二
年
未
満
の
場
合
は
、
法
的
に
は
「
不

孝
」
罪
に
入
ら
な
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
秦
律
に
お
い
て
、
死
刑
と
な
ら
な
い
家
庭
内
の
犯
罪
が
法
律
上
の
「
不
孝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

罪
と
称
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
原
理
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
次
に
同
じ
く
父
母
の
喪
中
に
⑦
作
楽
釈
服
し
て
吉
に
締
る
「
不
孝
」
罪
を
記
す
同
巻
一
〇
、
職
制
律
三
〇
条
に
は

　
　
喪
制
未
終
、
釈
服
従
吉
、
若
忘
哀
作
楽
、
徒
三
年
。

と
あ
り
、
父
母
の
喪
中
に
喪
服
を
脱
い
で
平
服
に
代
え
て
音
曲
の
会
を
催
し
た
り
す
る
「
不
孝
」
の
行
為
に
は
、
徒
三
年
の
刑
が
原
則
で

あ
っ
た
。

　
な
お
、
前
文
に
続
い
て

　
　
雑
戯
徒
　
年
。
即
遇
楽
而
聴
、
及
参
与
吉
席
、
各
杖
一
百
。

と
あ
り
、
喪
中
に
雑
戯
や
楽
舞
等
の
会
を
催
し
た
り
そ
の
席
に
出
た
り
し
た
場
合
は
準
「
不
孝
」
罪
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
徒
一
年
及
び
杖

百
が
科
せ
ら
れ
た
。

　
次
に
、
⑧
（
祖
父
母
）
父
母
の
喪
を
匿
し
て
挙
哀
し
な
い
「
不
孝
」
罪
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
巻
一
〇
、
職
制
律
三
〇
条
に

　
　
諸
聞
父
母
若
夫
之
喪
、
匿
不
挙
哀
者
、
流
二
千
里
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
あ
り
、
父
母
の
喪
を
隠
す
罪
は
流
二
千
里
で
あ
っ
た
。

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
門
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

三
九



四
〇

　
最
後
に
⑨
祖
父
母
父
母
の
喪
を
詐
称
す
る
「
不
孝
」
罪
に
つ
い
て
は
、
同
巻
二
五
、
詐
欺
律
二
二
条
に

　
　
諸
父
母
死
、
応
解
官
、
詐
言
余
興
、
不
義
者
、
徒
二
年
半
。
若
詐
称
祖
父
母
父
母
及
夫
死
、
以
求
假
警
官
所
構
者
、
徒
三
年
。

と
あ
る
。
即
ち
、
祖
父
母
父
母
の
死
を
詐
称
す
る
「
不
孝
」
罪
は
徒
三
年
が
原
則
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
任
官
者
の
父
母
が
死
亡
し
た
場
合

は
直
ち
に
官
職
を
返
上
し
て
喪
に
服
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
母
以
外
の
者
の
喪
に
服
す
る
と
偽
っ
て
離
任
し
な
か
っ
た
場

合
が
徒
二
年
半
と
な
る
。

　
以
上
、
『
唐
律
疏
議
』
に
よ
っ
て
八
代
の
「
不
孝
」
罪
の
内
容
を
見
て
き
た
。
具
体
的
に
は
（
祖
）
父
母
に
対
し
て
告
発
、
呪
誼
、
罵
署

し
、
経
済
的
に
援
助
を
怠
り
、
喪
中
に
結
婚
し
、
歌
舞
音
曲
の
席
に
出
る
等
の
不
謹
慎
な
行
為
を
し
た
り
、
或
い
は
喪
を
隠
し
た
り
詐
称

し
た
り
し
た
場
合
に
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
量
刑
は
供
養
有
閾
が
徒
二
年
で
あ
る
の
が
最
も
軽
く
、
多
く
は
徒
三
年
以
上
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
音
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
と
は
、
祖
父
母
や
父
母
に
対
す
る
不
道
徳
な
行
為
で
、
徒
二
年
以
上
の
科
せ
ら
れ
る
罪
で
あ
っ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
周
辺
に
は
喪
中
の
生
子
、
落
籍
異
財
、
妾
を
量
る
行
為
、
雑
戯
へ
の
列
席
等
の
準
「
不
孝
」
罪
も
存
在
し
た
。

　
な
お
、
本
章
で
見
た
史
料
は
法
典
と
し
て
の
紀
律
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
際
の
運
用
が
規
定
通
り
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
必
ず

し
も
定
か
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
時
代
的
に
や
や
下
る
け
れ
ど
も
、
元
代
の
法
運
用
の
実
態
を
示
す
史
料
と
し
て
『
元
典

章
』
に
注
目
し
、
元
代
の
「
不
孝
」
罪
の
実
状
を
探
っ
て
み
た
い
。

三
　
元
代
の
「
不
孝
」
罪

　
『
元
典
章
』
刑
部
に
採
録
さ
れ
て
い
る
元
代
の
「
不
孝
」
罪
の
例
の
中
に
は
、
こ
の
罪
に
よ
っ
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス

は
見
当
ら
な
い
。
で
は
、
元
朝
に
お
い
て
「
不
孝
」
罪
は
、
も
は
や
す
べ
て
死
刑
で
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
否
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
次
の
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
益
都
路
の
彰
友
な
る
人
物
が
そ
の
父
気
仙
を
殴
打
し
詣
り
罵
っ
た
と
い



う
行
為
が
「
不
孝
」
と
称
せ
ら
れ
、
こ
の
彰
友
の
行
為
は
後
に
司
法
当
局
か
ら
も
「
応
死
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
怒
っ
た
善
導
仙
が
、

一
族
の
彰
忠
及
び
彰
顕
等
の
幕
助
を
得
て
息
子
を
溺
死
せ
し
め
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
記
す
『
元
典
章
』
巻
四
二
、
刑
部
四
、
殺
卑
幼

　
　
　
　
む
す
こ

の
［
有
罪
の
男
を
津
死
せ
し
む
］
の
項
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
と
ど
き

　
　
益
都
路
の
申
に
い
ふ
、
設
問
し
到
る
彰
仙
の
招
伏
に
い
ふ
、
不
合
に
も
男
彰
友
が
不
孝
せ
し
臨
め
、
房
弟
の
彰
忠
、
姪
の
彰
顕
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う

　
　
謀
し
て
、
綿
縛
擁
撰
し
、
河
の
内
に
撤
り
て
漠
死
せ
し
む
。
取
り
到
る
一
起
の
招
伏
せ
る
詞
因
に
い
ふ
。
（
原
文
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
　
　
彰
仙
　
潮
雲
が
擬
し
た
る
に
、
彰
友
が
伊
の
父
を
殴
打
し
て
料
り
罵
れ
る
本
犯
は
貴
妹
に
し
て
、
彰
仙
の
所
犯
は
情
を
原
ぬ
れ
ば

　
　
　
　
恕
す
べ
し
。
部
が
擬
し
た
る
に
、
罪
を
免
ぜ
よ
、
と
。
（
中
書
）
省
に
呈
し
て
（
省
は
）
准
し
て
罪
を
免
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
だ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
彰
忠
・
彰
顕
各
々
招
に
い
ふ
、
不
合
に
も
会
友
が
不
孝
せ
し
為
め
、
伊
の
父
復
習
と
商
量
し
て
、
本
人
将
綿
縛
し
て
河
の
内
に
撤

　
　
　
　
り
て
怪
死
せ
し
む
る
の
罪
犯
。
登
司
が
擬
し
た
る
に
、
各
々
合
に
徒
五
年
、
決
杖
一
百
た
る
べ
し
。
傍
ほ
焼
尽
銀
数
を
徴
せ
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
　
　
と
。
（
刑
）
部
が
擬
し
て
、
各
々
一
百
七
下
に
決
す
。
省
は
擬
を
准
ず
。

　
（
2
6
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
彰
友
が
父
親
を
「
殴
打
殿
罵
」
し
た
行
為
を
、
（
「
悪
逆
」
で
は
な
く
）
「
不
孝
」
と
称
し
て
お
り
、
三
智
と
の
間
に
若

干
の
概
念
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
「
不
孝
」
罪
が
死
刑
に
相
当
す
る
故
に
、
「
不
孝
」
た
り
し
息
子
を
殺

害
し
た
父
親
は
無
罪
と
な
り
、
半
助
し
た
者
の
み
が
刑
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
死
罪
と
結
び
付
く
「
不
孝
」
罪
と
し
て
は
『
元
典
章
』
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

唯
一
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
の
例
自
体
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
の
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
元
典
章
』
中
に
は
、
唐
律
の
「
不
孝
」
罪
の
①
②
③
に
相
当
し
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
『
元

史
』
刑
法
志
五
に
は
、

　
　
諸
子
不
孝
、
父
殺
其
子
、
因
及
其
婦
者
、
杖
七
十
七
。

と
あ
る
。
こ
の
例
は
、
息
子
が
親
に
対
し
て
（
暴
力
を
振
う
か
署
る
か
と
い
う
よ
う
な
）
「
不
孝
」
を
働
い
た
た
め
に
、
怒
っ
た
父
が
息
子

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

四
］



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

の
他
に
嫁
ま
で
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
も
、
息
子
を
殺
し
た
だ
け
な
ら
ば
父
の
罪
は
免
ぜ
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
が
、
嫁
を
も
殺
し
た
た
め
に
杖
七
十
七
が
科
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
「
不
孝
」
を
な
し
た
本

人
を
国
家
が
処
罰
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
親
が
子
の
「
不
孝
」
を
告
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
が
子
を
罰
す
る
よ
う
な
事
態
は
、
も
は
や
皆
無

に
近
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
元
代
の
律
の
中
に
唐
律
以
来
の
伝
統
的
な
「
不
孝
」
罪
の
存
在
し
て
い
た
こ

と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
宴
曲
ハ
章
』
単
三
〇
、
礼
部
三
、
礼
制
、
葬
礼
の
［
禁
書
講
席
］
の
条
の
至
大
元
（
＝
二
〇
八
）
年
十

二
月
の
竜
興
路
の
奉
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま

　
　
今
後
喪
葬
の
家
、
衣
蓋
棺
榔
は
礼
に
依
り
て
葬
を
挙
ぐ
る
の
外
、
韓
に
金
銀
宝
玉
の
器
を
用
て
装
飲
を
玩
ぶ
を
許
さ
ず
。
違
ふ
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
不
孝
を
以
て
坐
罪
せ
し
む
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
客
語
に
関
す
る
禁
令
を
犯
す
こ
と
に
「
不
孝
」
罪
の
適
用
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
く
［
停
喪
不
葬
を
禁
治
す
］
の
条
に
も

　
　
至
愚
十
五
（
一
二
七
八
）
年
、
欽
奉
せ
る
条
画
内
の
一
款
に
い
ふ
、
三
富
に
い
ふ
、
提
飛
按
門
司
官
が
至
る
所
の
処
に
風
俗
を
省
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
し
教
化
を
宣
明
し
て
、
若
し
不
孝
不
悌
、
乱
常
敗
俗
有
れ
ば
、
皆
な
糾
し
て
之
を
照
せ
よ
、
と
。

と
あ
り
、
「
不
孝
」
な
る
行
為
を
処
罰
す
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
④
別
籍
異
財
に
つ
い
て
は
、
『
元
史
』
巻
一
〇
三
、
刑
法
志
二
に

　
　
祖
父
母
在
、
分
有
異
居
、
父
母
困
乏
、
不
共
子
職
、
及
同
宗
信
服
面
罵
、
謹
呈
孤
濁
、
老
弱
残
量
、
不
能
自
存
、
寄
食
養
蛇
管
、
不

　
　
行
収
養
者
、
重
議
其
罪
。

と
あ
り
、
『
元
典
章
』
巻
一
七
、
戸
部
巻
三
の
［
父
子
の
居
を
異
に
す
る
を
禁
治
す
］
の
条
に
も
至
元
二
五
（
一
二
八
八
）
年
の
王
良
輔
の



言
と
し
て

　
　
新
附
の
江
南
の
地
面
、
生
ま
る
る
所
の
黒
々
、
妻
を
嬰
る
の
後
父
母
と
別
居
す
る
者
多
く
有
り
。
（
中
略
）
擬
合
し
て
各
省
に
杏
を
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
し
て
所
在
の
官
司
を
し
て
遍
画
し
て
講
諭
せ
し
め
、
如
し
委
に
不
孝
血
判
の
人
有
れ
ば
自
ら
常
刑
有
ら
し
め
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
肺
門
異
財
に
常
軌
あ
る
べ
し
、
と
す
る
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
戸
部
巻
五
に
は
、
延
祐
六
（
一
三
一
九
）

年
の
中
書
省
の
次
口
を
記
す
［
父
母
未
だ
葬
ら
れ
ざ
れ
ば
分
財
異
居
す
る
を
得
ず
］
の
条
に
は

　
　
凡
そ
父
母
の
喪
に
居
り
て
葬
事
未
だ
畢
ら
ざ
れ
ば
弟
兄
分
財
異
敵
す
る
を
得
ず
、
已
に
葬
を
詑
る
と
錐
も
、
服
制
未
だ
終
ら
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
而
も
分
異
す
る
者
は
並
な
禁
止
す
る
を
行
ふ
。

と
あ
り
、
父
母
の
喪
が
明
け
る
ま
で
は
別
籍
蓄
財
を
禁
ず
べ
き
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
父
母
の
許
し
が
あ
れ
ば
別
で
あ
っ

た
。
同
じ
く
戸
部
巻
三
、
至
元
八
（
一
二
七
↓
）
年
の
［
父
母
の
在
し
て
支
析
せ
し
む
る
を
許
す
］
の
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
今
よ
り
後
、
如
し
祖
父
母
父
母
が
許
令
す
れ
ば
支
歯
し
て
籍
を
別
つ
を
聴
す
。
違
ふ
者
は
治
罪
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
＞

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
別
籍
息
遣
そ
の
も
の
を
悪
と
し
て
罰
し
た
唐
律
か
ら
の
変
化
が
窺
わ
れ
る
。

　
次
に
、
⑤
供
養
有
閾
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
漢
初
で
は
親
の
面
倒
を
見
な
い
こ
と
に
よ
る
「
不
孝
」
罪
は
死
罪
に
相

当
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
正
写
に
お
い
て
は
、
こ
の
罪
は
わ
ず
か
に
徒
二
年
で
あ
り
、
「
不
孝
」
罪
の
中
で
も
最
も
軽
い
部

類
に
位
置
し
て
い
た
。
さ
ら
に
『
元
典
章
』
に
至
っ
て
は
、
そ
の
例
が
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
変

化
を
見
る
と
、
別
籍
異
財
や
供
養
有
閾
等
を
含
む
「
不
孝
」
罪
は
、
唐
墨
に
比
べ
て
さ
ら
に
軽
罪
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
⑥
自
身
嫁
嬰
、
⑦
作
楽
釈
服
従
吉
、
⑧
匿
不
審
哀
、
⑨
詐
称
に
つ
い
て
は
『
元
典
章
』
中
に
、
以
下
に
記
す
よ
う
な

様
々
な
例
が
見
ら
れ
る
。
同
巻
二
九
、
礼
部
二
［
喪
に
居
り
て
飲
書
す
る
を
禁
ず
］
の
条
に
採
録
さ
れ
る
延
祐
元
（
一
三
一
四
）
年
七
月

に
出
さ
れ
た
監
察
御
史
王
奉
訓
の
呈
に

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

一
四
三



四
四

　
　
古
を
去
る
こ
と
日
に
遠
く
風
俗
日
に
薄
き
こ
と
近
年
以
来
、
江
南
尤
も
甚
だ
し
。
父
母
の
喪
に
小
学
未
だ
畢
ら
ざ
る
に
手
量
飲
酒
し
、

　
　
略
ぼ
顧
記
す
る
な
く
、
送
積
す
る
に
至
り
て
管
弦
歌
舞
し
、
導
引
し
て
枢
を
循
り
、
焚
書
の
際
、
莚
を
張
り
宴
を
排
ね
、
酔
は
ず
ん

　
　
ば
已
ま
ず
。
泣
血
未
だ
乾
か
ざ
る
に
、
享
楽
す
る
こ
と
此
の
如
し
。
昊
天
の
報
、
其
れ
安
く
に
在
り
哉
。
興
言
此
に
及
ぶ
は
誠
に
哀

　
　
欄
す
べ
し
。
若
し
禁
約
せ
ざ
れ
ば
、
深
く
昌
昌
と
為
さ
ん
。
今
後
、
蒙
古
・
色
目
は
合
に
本
管
に
従
ふ
べ
き
を
除
き
、
其
の
余
人
等
、

　
　
喪
に
居
り
送
殖
す
る
に
、
飲
激
動
冒
す
る
を
得
ざ
る
に
若
く
は
な
し
。
違
ふ
者
は
諸
人
首
悪
し
て
実
を
得
れ
ば
、
衆
に
示
し
て
断
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
せ
よ
。
所
在
の
官
司
、
申
禁
厳
な
ら
ざ
れ
ば
、
罪
亦
た
之
に
及
ぼ
せ
よ
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
不
孝
」
の
罪
名
に
対
し
て
厳
格
に
刑
罰
を
適
用
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
延
祐
年
間
ま
で
の
事
例
に
よ
り
、
元
王
朝
は
「
不
孝
」
罪
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
処
罰
を
科
し
て
い
た
か
を
見
て
お
く
。
刑

部
一
、
信
徒
の
［
豪
覇
兇
徒
は
遷
徒
す
］
の
条
に
採
録
さ
れ
た
皇
慶
元
（
＝
二
一
二
）
年
に
江
西
行
省
が
儲
け
た
中
書
省
の
沓
に

　
　
御
史
台
の
呈
に
い
ふ
「
張
徳
安
な
る
も
の
松
州
官
吏
の
不
公
を
告
せ
し
に
、
本
州
離
を
嵩
み
、
張
徳
安
を
執
羅
し
、
不
孝
を
名
と
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
し
、
八
十
七
下
に
柾
断
し
て
遼
陽
に
悪
徒
し
、
沿
路
に
杖
瘡
の
潰
発
し
て
身
死
す
る
の
事
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
豪
覇
兇
徒
と
称
せ
ら
れ
る
悪
人
の
処
罰
基
準
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
の
刑
部
か
ら
の
呈
に
引
用
さ
れ
た
御
史
台

の
呈
で
あ
り
、
次
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
官
吏
の
不
正
を
告
発
し
た
張
徳
安
に
対
し
、
こ
れ
を
恨
ん
だ
役
人
が
、
逆
に
彼
を
「
不

孝
」
罪
に
陥
れ
、
杖
八
十
七
と
し
て
意
想
の
地
へ
の
遷
徒
刑
に
処
し
た
が
、
彼
は
答
罰
の
際
の
傷
が
元
で
護
送
中
に
病
死
し
た
と
い
う
。

右
文
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
所
為
を
以
て
張
徳
安
を
「
不
孝
」
罪
に
当
て
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
「
不
孝
」
罪
が
直
接
死
刑
と
結
び
付
く
も

の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
こ
こ
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
次
に
、
具
体
的
な
「
不
孝
」
罪
の
例
を
検
討
す
る
。
ま
ず
⑥
自
身
君
恩
に
つ
い
て
は
、
父
親
の
喪
中
に
嫁
嬰
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
同
巻

四
一
、
刑
部
三
、
不
孝
の
［
十
三
祖
霊
を
停
め
て
成
親
す
］
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
即
ち
至
元
二
十
五
（
一
二
八
八
）
年
に
尚
書
省



に
出
さ
れ
た
礼
部
の
呈
に

　
　
河
東
山
西
道
営
倉
司
の
関
に
い
ふ
「
太
原
路
臨
州
の
軍
戸
王
仲
禄
の
男
無
漏
僧
、
織
元
二
十
一
（
一
二
八
四
）
年
十
二
月
三
十
日
、

　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
揺
り
到
る
賀
真
真
を
妻
と
為
す
。
至
元
二
十
三
（
一
二
八
六
）
年
正
月
内
、
王
猪
当
身
死
し
屍
を
停
め
て
家
に
在
り
。
王
仲
禄
却
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
ご

　
　
過
翻
し
到
る
王
仲
福
の
京
王
唐
傘
を
男
と
為
し
、
王
善
書
を
し
て
賀
真
真
と
王
猪
僧
の
聖
霊
を
拝
し
黙
り
、
収
継
し
て
成
親
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
お
　
は

　
　
二
月
の
初
の
二
日
に
至
り
て
悩
め
て
王
猪
骨
壷
殖
齢
し
了
当
れ
り
。
収
継
の
後
、
已
に
生
む
所
の
児
男
有
り
」
と
。
本
部
（
尚
書
礼

　
　
　
　
し
ら

　
　
部
）
照
べ
得
た
る
に
「
信
条
の
内
に
媛
を
収
む
る
聖
徳
あ
り
、
夫
亡
し
て
服
に
守
志
を
欠
く
者
例
有
り
。
其
の
王
男
児
、
伊
の
兄
を

　
　
無
し
尽
る
を
候
た
ず
、
停
滞
の
夜
に
嘗
て
艘
の
賀
真
真
と
屍
を
拝
し
て
成
親
せ
る
は
大
ひ
に
風
化
を
傷
な
へ
り
。
若
し
已
擬
に
依
れ

　
　
　
　
　
を
し
か
　
　
ゆ
る
　
　

（
即
）

　
　
ば
各
人
将
離
侵
せ
し
め
て
相
応
る
べ
し
。
都
省
（
尚
書
省
）
は
擬
を
還
し
、
王
唐
児
を
し
て
賀
真
真
と
離
異
せ
し
む
」
と
。

と
あ
り
、
そ
の
大
意
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
軍
戸
で
あ
っ
た
王
嘉
禄
の
息
子
王
画
期
の
死
後
、
王
仲
禄
の
養
子
と
な
っ
た
王
仲
福

が
、
義
兄
王
猪
僧
の
妻
で
あ
っ
て
兄
嫁
に
当
た
る
賀
真
真
と
婚
姻
し
、
二
人
の
間
に
は
（
喪
中
に
懐
妊
し
た
）
子
が
も
う
け
ら
れ
た
。
こ

れ
は
風
化
を
損
な
う
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
王
鴬
遷
と
意
義
真
は
離
縁
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
件
は
親
の
死
後
で
は
な
く
、
義
兄
の
死
後
に
兄
嫁
を
謙
っ
た
と
い
う
例
で
「
不
孝
」
罪
に
準
ず
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、

父
の
死
後
、
埋
葬
の
前
に
婚
姻
を
な
し
た
王
継
祖
と
い
う
人
物
を
処
罰
す
る
際
の
前
例
と
し
て
参
照
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
王
継
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

も
王
仲
福
の
場
合
と
同
じ
く
離
縁
さ
せ
ら
れ
、
千
戸
で
あ
っ
た
彼
は
罷
職
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
王
仲
福
の
場
合
も
竿
継
祖

の
場
合
も
、
彼
ら
は
共
に
離
縁
は
さ
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
答
や
杖
の
刑
罰
は
受
け
て
い
な
い
し
、
義
兄
の
喪
中
の
子
を
生
ん
だ
王
仲
里

が
そ
の
こ
と
を
以
て
刑
を
受
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　
次
に
、
⑦
の
作
楽
、
釈
服
従
吉
に
準
ず
る
事
件
と
し
て
は
、
同
じ
く
［
張
大
栄
服
内
に
娼
に
宿
す
］
の
条
に
記
す
至
大
三
（
＝
二
一
〇
）

年
の
御
史
台
の
呈
に
、
県
の
典
史
で
あ
っ
た
張
大
栄
が
喪
中
に
二
人
の
娼
婦
と
関
係
を
も
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
審
議
の
過
程

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

四
五



四
六

と
量
刑
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
山
南
江
北
道
箔
押
司
の
申
に
い
ふ
、
葉
応
山
の
報
告
に
い
ふ
、
応
城
県
の
典
史
張
大
栄
、
服
制
を
守
ら
ず
、
娼
戸
の
家
に
於
て
宿
歓

　
　
せ
る
等
の
事
。
取
り
詑
れ
る
典
史
張
大
栄
の
招
状
に
い
ふ
「
既
に
是
れ
応
城
県
典
史
た
り
。
大
徳
十
一
（
一
三
〇
七
）
年
三
月
の
任

　
　
　
　
　
ふ
と
ど
き

　
　
に
し
て
不
合
に
も
莚
席
に
遇
ひ
て
高
女
を
呼
忙
し
、
把
蓋
歌
唱
し
、
恣
意
に
作
楽
す
。
因
み
て
娼
女
郡
丑
丑
の
顔
色
を
慕
愛
し
、
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す
　
　
　
ゆ

　
　
時
に
用
言
し
本
婦
将
調
戯
す
。
大
徳
十
一
年
八
月
二
十
六
日
夜
一
更
時
分
に
郵
江
平
に
前
み
去
き
、
椅
杖
公
勢
に
て
娼
女
陰
町
回
と

　
　
対
面
し
、
議
し
て
毎
月
中
開
紗
七
十
五
両
を
出
し
寄
席
丑
に
与
へ
老
小
を
養
謄
す
る
を
許
し
、
開
門
接
客
せ
し
め
ず
。
当
夜
、
先
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
へ

　
　
郵
書
丑
に
中
統
紗
二
十
五
両
を
与
へ
て
本
婦
と
宿
無
し
、
二
更
に
至
る
の
時
分
に
回
還
り
た
り
」
と
。
又
た
招
に
い
ふ
「
至
大
元
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か

　
　
三
〇
八
）
年
号
十
一
月
初
め
の
十
日
、
父
張
木
｛
病
に
因
り
て
身
早
れ
り
。
新
た
に
父
親
を
架
す
る
は
人
子
の
大
事
に
し
て
、
又
た
応

　
　
城
県
典
史
は
親
告
の
役
た
る
に
係
は
れ
ば
、
自
合
に
服
制
を
居
寄
す
べ
き
こ
と
を
明
知
し
、
又
た
不
合
に
も
当
月
二
十
六
日
、
都
丑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
お

　
　
丑
の
家
に
前
み
去
き
て
、
本
の
婦
と
淫
慾
せ
る
こ
と
一
次
、
前
依
り
銭
紗
を
供
宴
し
、
節
讃
し
て
帯
酒
し
畳
み
斎
き
て
無
害
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ

　
　
至
大
二
年
三
月
初
め
の
三
日
一
更
時
分
に
及
び
、
娼
答
辞
大
姐
の
家
に
前
み
去
き
て
宿
溢
し
、
二
更
に
至
る
の
時
分
、
方
め
て
行
き

　
　
て
回
還
る
」
と
。
（
山
南
江
北
食
盛
訪
司
は
）
典
史
張
大
栄
の
所
招
を
議
し
得
た
る
に
、
重
役
は
小
な
り
と
雌
も
万
民
を
案
早
し
、
風

　
　
俗
を
教
化
す
る
は
重
か
ら
ず
と
為
ざ
ず
。
父
死
し
て
嘗
め
て
二
七
に
及
び
、
骸
骨
未
だ
冷
め
ざ
る
に
娼
女
君
丑
丑
・
欝
欝
姐
と
二
処

　
　
に
て
宿
睡
飲
酒
し
礼
訓
を
遵
ら
ざ
る
は
大
ひ
に
風
化
を
傷
へ
り
。
若
し
偏
継
祖
の
喪
に
居
り
て
成
親
せ
る
の
例
に
依
り
て
断
ず
る
な

　
　
れ
ば
、
却
り
て
王
継
祖
は
求
嬰
書
振
に
縁
る
妻
室
な
る
に
係
は
る
。
今
張
大
栄
は
本
に
報
ず
る
を
思
は
ず
、
哀
情
を
絶
滅
し
飲
酒
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
て
宿
睡
せ
る
は
、
情
罪
尤
も
重
し
。
張
大
栄
将
情
卜
し
て
断
八
十
七
下
と
し
て
罷
役
せ
し
む
る
を
除
く
の
外
、
擬
合
し
て
除
名
不
叙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
と
し
、
遍
行
し
て
照
会
し
、
以
て
風
化
を
敦
か
ら
し
め
よ
、
と
。

右
文
に
よ
れ
ば
、
張
大
栄
は
杖
八
十
七
の
上
で
除
名
不
言
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
王
卿
尤
も
重
し
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
処
罰



が
除
名
及
び
杖
八
十
七
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ふ
く

　
次
に
、
⑧
熱
型
挙
哀
の
例
と
し
て
は
同
じ
く
［
藏
栄
憂
に
丁
さ
ず
］
の
条
に
採
録
さ
れ
る
延
祐
元
（
一
三
一
四
）
年
の
江
南
行
台
の
剤

付
中
に
記
さ
れ
る
内
容
と
し
て

　
　
　
　
　
ひ
つ

　
　
近
ご
ろ
嫁
け
た
る
広
西
道
場
隠
避
の
申
に
い
ふ
、
劉
浩
然
の
霜
曇
に
い
ふ
「
戚
栄
は
父
姓
に
依
ら
ず
、
改
め
て
光
栄
と
作
す
。
伊
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は

　
　
父
荘
覚
顕
、
母
陳
氏
病
隠
す
。
後
に
吉
野
路
知
事
を
受
け
服
の
関
る
を
候
た
ず
、
喪
を
匿
し
て
任
に
眠
け
る
は
礼
に
於
て
違
ふ
有
り
」

　
　
と
。
荘
栄
の
招
伏
を
取
り
歴
れ
り
。
申
し
て
乞
ふ
照
愛
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
と
。
（
江
南
行
台
は
）
此
れ
を
得
。
移
思
し
た
る
御
史
台

　
　
の
杏
に
い
ふ
、
呈
擬
せ
る
中
書
省
の
剤
付
に
い
ふ
、
送
り
て
嫁
け
た
る
刑
部
の
呈
に
い
ふ
、
照
べ
得
た
る
に
、
元
貞
二
（
一
二
九
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
つ

　
　
年
七
月
初
の
四
日
、
承
奉
せ
る
中
書
省
の
剤
付
に
い
ふ
、
御
史
台
の
呈
に
い
ふ
、
割
け
た
る
准
西
江
北
道
計
量
司
の
申
に
い
ふ
「
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
　
州
路
録
事
司
判
官
斬
克
忠
、
父
の
亡
せ
る
を
聞
知
し
即
ち
に
奔
卦
せ
ず
、
又
飾
詞
を
行
ひ
、
離
職
す
る
を
肯
ぜ
ず
。
其
の
所
為
を
詳

　
　
か
に
す
れ
ば
必
ず
合
に
懲
戒
す
べ
し
、
と
。
（
中
書
省
は
）
此
れ
を
得
。
（
刑
部
の
呈
に
い
ふ
）
本
部
に
送
り
て
議
し
得
た
る
に
、
職

　
　
官
の
喪
に
堅
く
は
已
に
定
例
有
り
。
其
れ
黄
州
路
録
判
斬
克
忠
は
父
の
劃
せ
る
を
聞
知
し
、
本
管
官
司
の
明
降
を
申
准
せ
る
も
、
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
か

　
　
聞
し
て
行
き
て
喪
に
奔
か
ざ
れ
ば
四
十
七
下
に
量
決
し
て
見
任
を
解
き
、
期
年
の
後
、
一
等
を
降
し
て
標
附
し
て
相
応
る
べ
し
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
　
　
　
　
と
り
あ
へ

　
　
此
れ
を
得
。
都
省
（
中
書
省
）
は
擬
を
准
ず
。
除
外
ず
合
下
に
仰
せ
て
照
験
し
、
例
に
依
り
て
施
行
せ
よ
、
と
。
（
刑
部
は
）
今
承
け

　
　
て
見
督
し
て
議
し
得
た
る
に
、
荘
栄
は
父
母
の
重
喪
に
遭
値
し
て
服
制
未
だ
終
ら
ざ
る
に
忘
哀
し
て
任
に
之
け
る
は
、
比
例
し
て
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
か

　
　
十
七
下
に
決
し
、
見
任
を
解
き
て
期
年
の
後
、
一
等
を
降
し
て
叙
乱
し
、
罪
原
免
に
過
（
遇
）
ふ
も
、
例
依
り
標
附
し
て
相
応
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
し
。
具
し
て
呈
す
れ
ば
照
詳
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
と
。

と
あ
り
、
重
な
っ
た
父
母
の
喪
が
明
け
な
い
内
に
任
官
し
た
荘
栄
が
、
答
四
十
七
の
上
、
現
職
を
解
か
れ
、
一
年
後
に
一
等
級
位
を
下
げ

て
叙
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
前
例
と
さ
れ
た
黄
潮
路
の
録
事
司
斬
克
忠
の
場
合
は
、
父
親
の
喪
に
服
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、
や
は

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

四
七



四
八

り
答
四
十
七
と
し
、
一
年
後
に
一
等
級
降
し
て
叙
用
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
元
典
章
』
に
は
こ
の
他
に
、
継
母
の
死
を
聞
き
な
が
ら
、
喪
に
服
す
る
こ
と
な
く
現
職
に
と
ど
ま
っ
た
三
原
県
罪
の
張
敏
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

喪
の
期
間
が
終
わ
る
の
を
待
っ
て
、
一
等
級
降
し
て
描
写
に
任
ぜ
よ
、
と
す
る
判
例
、
及
び
荊
湖
北
道
宣
慰
司
で
あ
っ
た
馬
面
義
が
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

七
カ
月
の
喪
の
明
け
る
前
か
ら
出
仕
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
答
二
十
七
と
し
、
現
任
を
解
い
て
別
の
所
に
出
仕
せ
し
め
よ
、
と
す
る
判
例

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
⑨
喪
を
詐
称
し
た
例
と
し
て
は
同
じ
く
［
浬
克
伯
母
の
死
を
詐
称
す
］
の
条
に
、
晋
州
の
達
魚
膠
赤
で
あ
っ
た
浬
克
伯
が
母
が

病
没
し
た
と
偽
っ
て
休
暇
を
取
り
、
中
妻
と
そ
の
子
を
伴
っ
て
帰
任
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
を
記
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

　
　
大
徳
五
（
一
三
〇
一
）
年
三
月
、
（
中
略
）
十
月
二
十
四
日
に
寺
台
（
御
史
台
）
の
奏
過
る
事
の
内
の
一
件
に
い
ふ
、
雲
南
（
河
北
道
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
か
れ
は
は
　
お
は
　
と
い

　
　
廉
訪
司
の
文
字
裏
に
て
説
ひ
将
ち
来
り
『
晋
州
達
魯
花
墨
染
克
伯
な
る
小
名
舞
人
、
「
他
の
衰
死
し
駈
れ
り
」
黒
道
っ
て
説
醸
し
勾
当

　
　
　
な
を
　
と
ゆ
し
こ
と

　
　
を
扇
げ
点
り
、
家
裏
に
重
き
て
他
の
傭
婦
将
取
り
来
れ
り
』
と
。
「
娘
死
来
れ
る
也
」
麿
道
ひ
て
蔓
草
し
家
裏
に
去
き
来
的
、
招
し
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ら

　
　
る
。
他
的
罪
過
重
ね
て
有
り
来
も
、
詔
書
裏
に
免
れ
た
る
こ
と
が
了
也
。
他
的
勾
当
裏
に
罷
め
弄
れ
ば
幾
な
る
時
か
を
棟
ば
ず
、
勾

　
　
　
　
　
い
ひ
つ
　
　
ざ
　
　
ば
い
か
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
そ
の
よ
う
　
　
せ
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
当
裏
に
委
付
け
休
れ
呵
葦
生
か
」
と
奏
し
た
る
呵
、
「
那
般
に
者
よ
。
」
麿
道
聖
旨
が
了
也
。
此
れ
を
欽
む
、
と
。

と
あ
る
。
右
の
中
略
部
に
よ
る
と
、
粛
正
伯
は
離
職
の
日
か
ら
の
俸
給
の
返
上
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
幸
い
恩
赦
に
あ
っ
た
。
最

終
的
に
は
免
職
と
な
る
が
、
彼
の
場
合
は
弓
杖
の
罰
は
科
せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
右
が
『
元
典
章
』
刑
部
、
不
孝
の
項
に
記
さ
れ
る
「
不
孝
」
罪
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
気
の
つ
く
こ
と
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
は
、
一
般
の
庶
民
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
官
僚
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
階
層
の
人
物
を
対
象
と
す
る
「
不
孝
」
罪
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
秦
律
以
来
の
伝
統
で
あ
っ
た
親
か
ら
の
告
発
に
よ
っ
て
子
に
「
不
孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
る
例
も
、
元
代
で
は
皆
無

と
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
判
断
す
る
と
、
元
代
で
は
「
不
孝
」
罪
の
主
た
る
対
象
者
は
官
僚
層
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
て
み
れ
ば
「
刑
は
大
夫
に
上
さ
ず
」
の
原
理
に
よ
り
、
そ
の
刑
罰
の
軽
か
っ
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。

事
実
「
情
罪
尤
も
重
し
」
と
さ
れ
た
張
大
栄
の
場
合
で
も
杖
八
十
七
と
除
名
不
毛
で
あ
り
、
王
立
祖
や
張
敏
や
浬
古
事
等
の
場
合
の
よ
う

に
、
答
や
杖
の
刑
さ
え
受
け
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

む

す

び

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
漢
以
前
の
「
不
孝
」
罪
が
文
字
通
り
「
罪
不
孝
よ
り
大
な
る

も
の
な
し
」
で
、
そ
の
量
刑
が
死
刑
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
唐
律
の
「
不
孝
」
罪
は
、
量
刑
が
死
刑
の
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と

に
二
分
さ
れ
る
。
「
不
孝
」
罪
の
う
ち
死
刑
と
な
る
も
の
は
、
祖
父
母
父
母
に
対
し
て
①
告
記
し
、
②
署
り
、
③
（
害
意
を
も
っ
て
）
呪
誼

し
た
場
合
で
あ
っ
た
。
死
刑
ま
で
に
は
至
ら
な
い
「
不
孝
」
罪
と
し
て
は
（
祖
父
母
）
父
母
に
対
し
て
③
愛
媚
を
求
め
て
の
誼
、
④
別
当

異
財
、
及
び
⑤
供
養
に
痛
く
る
と
こ
ろ
の
あ
る
場
合
、
ま
た
は
そ
の
喪
中
に
⑥
嫁
冒
し
た
り
、
⑦
作
楽
釈
服
従
署
し
た
り
、
⑧
喪
を
隠
し

た
り
、
逆
に
⑨
喪
を
詐
称
し
て
休
暇
を
求
め
た
場
合
が
あ
り
、
そ
の
量
刑
は
、
徒
二
年
以
上
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
犯
罪
と
し
て
、
例
え
ば
慎
む
べ
き
父
母
の
喪
中
に
妊
娠
し
た
子
を
生
む
と
い
う
行
為
が
徒
一
年
と
さ
れ
、

喪
中
に
雑
戯
を
催
し
た
り
、
こ
れ
に
同
席
し
た
り
す
る
こ
と
も
徒
一
年
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
道
徳
的
規
範
に
背
く
と
い
う
点
で
広
義
の

「
不
孝
」
の
概
念
に
含
ま
れ
る
が
、
名
例
律
の
「
不
孝
」
罪
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
次
に
、
元
代
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
の
特
色
を
考
え
る
。
元
の
「
不
孝
」
罪
に
も
、
量
刑
を
死
刑
と
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と

が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
死
刑
と
結
び
付
く
「
不
孝
」
罪
と
し
て
は
父
母
を
「
殴
打
殿
罵
」
し
た
亡
友
の
行
為
が
「
応
死
」
と
さ
れ
た
例
が
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
国
家
に
よ
っ
て
刑
が
執
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
息
子
の
行
為
を
恨
ん
だ
父
親
隠
米
が
、
一
族
の
助
け

を
借
り
て
彼
を
溺
死
さ
せ
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
息
子
の
行
為
が
「
半
死
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
故
に
、
こ
れ
を
殺
し
た
父

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

一
四
九



一
五
〇

彰
仙
自
身
は
無
罪
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
彰
友
殺
害
を
野
田
し
た
一
族
の
者
に
は
杖
百
七
下
と
い
う
か
な
り
重
い
罰
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。

　
次
に
、
そ
の
量
刑
を
死
刑
と
は
し
な
い
「
不
孝
」
罪
の
実
態
は
ど
の
嫌
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
唐
律
の
④
原
籍
異
財
に
当
る

ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
父
母
の
面
倒
を
見
な
い
子
に
対
し
て
常
刑
あ
ら
し
め
よ
、
と
い
う
命
が
し
ば
し
ば
下
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際

の
刑
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
り
、
や
が
て
、
父
母
の
許
可
が
あ
れ
ば
別
言
異
学
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
⑤
供
養
有
閾

に
つ
い
て
は
、
『
元
典
章
』
に
そ
の
例
が
見
え
ず
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
て
「
不
孝
」
罪
と
な
る
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。
次
に
⑥
喪
中
嫁
嬰
の
例
と
し
て
は
、
父
親
の
死
後
、
埋
葬
前
に
婚
姻
し
た
霞
継
祖
の
例
が
あ
り
、
ま
た
親
で
は
な
い
が
、
夫
の
喪
中

に
養
子
と
な
っ
て
い
た
義
理
の
弟
と
婚
姻
し
て
子
を
も
う
け
た
賀
真
真
の
例
が
あ
る
。
彼
ら
は
答
や
杖
の
刑
は
受
け
な
か
っ
た
が
、
風
化

を
傷
な
う
行
為
で
あ
る
と
し
て
共
に
離
縁
さ
せ
ら
れ
た
。
次
に
⑦
作
楽
釈
服
従
吉
の
例
と
し
て
は
、
喪
中
に
娼
婦
と
交
わ
る
等
の
行
為
の

あ
っ
た
張
大
栄
が
「
情
罪
尤
も
重
し
」
と
し
て
杖
八
十
七
下
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
⑧
匿
不
挙
哀
の
例
と
し
て
は
、
父
親
の
喪
を
隠
し
て

官
に
留
ま
っ
た
博
雅
が
答
四
十
七
を
科
せ
ら
れ
て
現
任
を
一
年
間
解
か
れ
た
例
や
、
母
の
喪
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
出
仕
し
て
答
二
十
七

を
科
せ
ら
れ
、
現
任
を
解
か
れ
た
心
髄
義
の
例
が
あ
る
。
次
に
、
⑨
喪
を
詐
称
し
て
罷
免
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
母
が
病
死
し
た
と
偽
っ

て
帰
省
し
、
中
妻
を
任
地
に
連
れ
て
き
た
浬
克
伯
の
例
が
あ
る
。

　
右
に
挙
げ
た
一
連
の
「
不
孝
」
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
処
罰
の
面
を
見
る
と
、
「
不
孝
」
罪
を
犯
し
た
官
僚
は
、
少
な
く
と
も
一
旦
停
職
と

な
る
が
、
こ
う
し
た
職
務
上
の
処
罰
を
別
に
し
て
、
純
粋
の
刑
罰
と
し
て
は
、
答
八
十
七
を
上
限
と
す
る
比
較
的
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
親
か
ら
の
告
発
に
よ
っ
て
子
が
「
不
孝
」
罪
と
な
る
ケ
ー
ス
も
元
代
に
は
見
ら
れ
ず
、
民
望
の
「
不
孝
」
罪
と
比
べ
て
、
か
な
り

様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
漢
詩
以
来
の
「
不
孝
」
罪
の
軽
罪
化
は
元
代
に
は
一
段

と
進
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
不
孝
」
罪
で
弾
劾
さ
れ
る
者
は
ほ
と
ん
ど
が
士
大
夫
の
階
層
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ



た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
同
時
に
「
不
孝
」
罪
の
道
徳
化
の
現
象
で
も
あ
り
、
「
刑
は
大
夫
に
上
さ
ず
」
の
原
理
が
働
い
た
結
果
と
で
も
あ

ろ
う
。

　
こ
の
他
に
、
秦
漢
以
来
「
不
孝
」
罪
と
さ
れ
て
い
た
「
殴
及
び
謀
殺
祖
父
母
父
母
」
の
行
為
も
一
応
唐
律
の
「
不
孝
」
の
概
念
に
含
ま

れ
ば
し
た
が
、
唐
津
で
は
、
こ
れ
は
よ
り
ラ
ン
ク
の
上
の
「
悪
逆
」
罪
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
元
王
朝
で
は
、
そ
の
他
に
、
奴
隷
が
・
王

人
を
殺
傷
す
る
行
為
に
も
「
悪
逆
」
罪
を
適
用
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
っ
た
。
「
悪
逆
」
罪
の
う
ち
、
祖
父
母
父
母
の
殺
傷
及
び
奴
碑
に

よ
る
主
人
の
故
殺
の
場
合
に
は
、
最
大
の
量
刑
た
る
陵
遅
処
死
が
科
せ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
『
元
典
章
』
に
は
ほ
と
ん
ど
陵
遅
牛
死
の
実
例

　
　
　
　
　
（
6
5
）

が
見
ら
れ
な
い
。

　
以
上
は
、
専
ら
『
元
典
章
』
と
『
元
史
』
刑
法
志
及
び
『
唐
律
建
議
』
に
よ
っ
て
の
考
察
で
あ
り
、
こ
の
時
代
を
専
門
と
し
な
い
筆
者

の
論
に
は
、
多
く
の
独
断
が
含
ま
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
明
清
以
後
に
「
不
孝
」
罪
が
ど
の
様
な
実
態
を
有
し
て
い
た
か
に
つ

い
て
の
考
察
も
後
日
を
期
し
た
い
。
大
方
の
ご
批
判
ご
叱
責
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹

（
1
）
　
拙
稿
「
秦
漢
律
に
お
け
る
『
不
孝
』
罪
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
五
五
－
二
、
一
九
九
六
）
を
参
照
。

（
2
）
　
江
陵
張
家
山
漢
簡
整
理
小
組
「
江
陵
張
家
山
漢
簡
〈
奏
講
書
〉
（
二
）
」
（
『
文
物
』
一
九
九
五
－
三
）
を
参
照
。

（
3
）
　
『
群
書
』
巻
六
四
、
何
承
天
伝
に
は
、
何
承
天
の
語
と
し
て
「
法
に
云
ふ
、
教
令
に
違
犯
し
、
敬
恭
に
盾
く
る
有
り
て
、
父
母
が
殺
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
皆

　
な
之
を
許
す
を
謂
ふ
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
く
巻
八
］
、
石
落
補
語
に
は
「
律
に
死
人
を
傷
つ
く
る
は
四
歳
刑
、
妻
の
夫
を
傷
つ
く
る
は
五
歳
刑
、
子

　
　
の
父
母
に
不
孝
な
る
は
棄
市
、
並
び
に
科
例
準
ず
」
と
あ
り
、
南
朝
の
宋
に
お
い
て
「
不
孝
」
罪
が
存
在
し
、
そ
の
量
刑
が
死
刑
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

　
　
し
か
も
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
例
が
皆
無
に
近
か
っ
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。
な
お
前
漢
半
ば
ま
で
は
「
罪
不
孝
よ
り
大
な
る
も
の
な
し
」
の
通
り
、
「
不
孝
」
罪

　
　
に
よ
り
死
刑
と
な
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宣
帝
期
頃
を
境
と
し
て
変
化
が
起
こ
り
、
「
不
孝
」
と
い
う
罪
名
で
弾
劾
さ
れ
て
も
、
実
際
の
刑

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

一
五
一



一
五
二

　
　
は
死
刑
よ
り
も
ず
っ
と
軽
い
と
い
う
例
が
現
わ
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
後
漢
に
な
る
と
、
「
不
孝
」
罪
に
よ
る
処
罰
の
例
自
体
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、

　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
刑
死
し
た
と
い
う
記
録
も
皆
無
に
近
い
。
け
れ
ど
も
、
南
朝
の
宋
に
お
い
て
「
不
孝
な
る
は
棄
市
」
と
い
う
天
文
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
か

　
　
ら
、
そ
の
言
文
そ
の
も
の
は
漢
よ
り
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ

　
　
た
。
さ
ら
に
『
魏
書
』
巻
一
＝
、
刑
罰
志
に
は
、
黒
和
＝
（
四
八
七
）
年
の
詔
に
「
律
に
父
母
に
不
遜
な
る
も
罪
門
門
に
止
む
」
と
あ
り
、
父
母
の
教
令

　
　
に
従
わ
な
い
と
い
う
類
い
の
「
不
孝
」
罪
は
髭
刑
五
歳
刑
止
ま
り
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
多
少
の
紆
余
曲
折
は
あ
る
に
せ
よ
、
大
局
的
に
見
れ

　
ば
、
現
象
的
に
も
規
定
の
上
で
も
「
不
孝
」
罪
の
軽
罪
化
は
促
進
さ
れ
、
「
不
孝
」
罪
の
道
徳
化
が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
五
刑
章
の
後
文
に
「
要
君
者
無
上
、
非
聖
人
者
無
法
、
非
孝
者
無
異
、
此
大
乱
之
道
也
」
と
あ
る
が
、
玄
宗
皇
帝
御
製
本
『
孝
経
』
の
注
に
は
「
人
に
上
の

　
　
三
悪
（
無
上
、
無
法
、
無
親
）
有
れ
ば
壼
に
惟
だ
不
孝
な
る
の
み
な
ら
ん
や
。
乃
ち
是
れ
大
乱
の
道
な
り
」
と
あ
り
、
「
不
孝
」
が
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
か
ら

　
　
「
罪
不
孝
よ
り
大
な
る
も
の
な
し
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
唐
代
人
の
理
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
孝
は
百
行
の
源
」
と
い
う
表
現
の
裏
返
し
で

　
　
あ
り
、
刑
法
上
の
位
置
が
後
退
す
る
こ
と
と
相
表
裏
し
て
「
不
孝
」
の
道
徳
的
意
味
あ
い
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
　
滋
賀
秀
三
氏
『
訳
注
日
本
律
令
、
五
、
首
石
廟
議
訳
注
篇
一
』
（
律
令
研
究
会
遍
、
一
九
七
九
）
四
〇
頁
を
参
照
。

（
6
）
　
諸
子
斌
其
父
母
、
錐
疲
死
獄
中
、
傍
支
解
其
屍
以
御
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

（
7
）
　
『
睡
望
地
秦
墓
竹
簡
』
の
法
律
答
問
に
「
免
老
入
を
諄
し
、
以
て
不
孝
と
為
し
、
殺
を
謁
む
。
之
を
三
環
に
当
つ
る
や
不
や
。
環
に
当
つ
べ
か
ら
ず
、
亟
ち

　
　
に
執
へ
て
失
す
る
由
れ
」
と
あ
り
、
ま
た
封
診
式
に
は
「
愛
書
に
い
ふ
、
某
里
の
士
五
甲
告
し
て
曰
く
『
甲
の
親
子
に
し
て
上
里
の
士
五
苦
は
不
孝
な
り
。
殺

　
　
を
温
む
。
敢
て
告
す
』
と
。
即
ち
令
史
己
を
し
て
往
き
て
執
へ
し
む
。
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
不
孝
」
罪
は
親
の
側
か
ら
の
告
発
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら

　
　
れ
た
の
で
あ
る
。

（
8
）
　
諸
婦
殴
舅
姑
者
、
処
死
。
（
中
略
）
諸
弟
書
芸
兄
者
、
処
死
。
（
中
略
）
諸
妻
殺
傷
其
夫
、
直
書
生
還
者
。
同
殺
死
論
。
（
中
略
）
諸
奴
殺
傷
本
主
査
、
処

　
　
死
。
な
お
、
『
八
熊
』
刑
法
志
の
内
容
に
つ
い
て
は
小
竹
文
夫
・
岡
本
敬
二
編
『
古
史
刑
法
志
の
研
究
訳
注
』
（
一
九
六
二
）
を
参
照
。

（
9
）
　
寸
胴
四
年
曹
三
下
、
帰
問
到
吉
四
身
状
称
、
連
係
投
排
新
民
愚
計
。
有
本
管
頭
目
邑
智
、
將
四
幅
売
詑
、
不
合
為
本
使
弟
打
二
上
、
於
至
元
四
年
七
月
初
二

　
　
日
夜
、
將
飯
豊
弟
宮
二
、
用
斧
二
百
罪
犯
。
法
轟
轟
議
得
、
吉
四
児
所
招
、
確
証
好
投
拝
人
戸
、
被
余
主
簿
作
駆
口
、
転
売
与
陳
百
戸
為
重
。
今
本
人
謀
殺
陳

　
　
百
戸
弟
陳
二
巳
傷
、
理
同
謀
殺
凡
人
定
罪
。
旧
例
「
謀
殺
人
情
傷
者
、
絞
。
」
其
吉
四
日
、
錯
行
処
死
。
部
准
擬
、
呈
省
塾
図
。



（
1
0
）
　
仁
井
田
陞
　
　
『
支
那
身
分
法
史
』
（
一
九
四
三
）
八
二
二
頁
を
参
照
。

（
1
1
）
　
『
階
書
』
巻
二
五
、
刑
法
志
に
「
絞
は
以
て
艶
を
致
し
、
斬
は
以
て
形
を
殊
に
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
斬
は
首
と
体
が
切
り
放
さ
れ
る
故
に
、
刑
と
し
て
重

　
　
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
絞
の
場
合
は
立
秋
を
待
っ
て
刑
が
執
行
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
恩
赦
に
あ
う
可
能
性
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
斬
と
の
決
定
的
な
違

　
　
い
と
言
え
よ
う
。
桑
原
騰
三
「
支
那
の
孝
道
殊
に
法
律
上
よ
り
観
た
る
支
那
の
孝
道
」
（
『
桑
原
隣
三
全
集
第
三
巻
』
所
収
）
の
注
9
を
参
照
。

（
1
2
）
　
注
1
の
拙
稿
を
参
照
。

（
1
3
）
　
唐
律
に
お
い
て
は
「
悪
逆
」
罪
の
量
刑
は
絞
よ
り
重
い
斬
で
あ
っ
た
。
元
朝
に
お
い
て
は
死
刑
に
絞
と
斬
の
区
別
は
な
か
っ
た
が
、
斬
よ
り
さ
ら
に
重
い
例

　
　
外
的
刑
罰
と
し
て
陵
各
処
死
が
あ
り
、
謀
殺
祖
父
母
父
母
に
も
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
謀
殺
祖
父
母
父
母
を
「
悪
逆
」
罪
と
し
て
量
刑
を

　
　
斬
と
し
た
唐
律
の
例
及
び
元
に
お
い
て
は
奴
碑
が
主
人
を
故
殺
す
る
罪
は
陵
遅
処
死
で
あ
っ
た
例
に
鑑
み
る
と
、
吉
翌
翌
の
ケ
ー
ス
で
は
、
相
手
が
主
人
で
は

　
　
な
く
そ
の
弟
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
恨
ま
れ
て
切
り
つ
け
ら
れ
た
陳
二
に
も
多
少
の
過
失
が
認
め
ら
れ
翫
こ
と
等
の
た
め
に
、
裁
定
が
困
難
で
あ
っ
た
も
の
と
考

　
　
え
ら
れ
る
。

（
1
4
）
　
『
孝
子
』
正
論
に
「
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
、
是
百
王
詰
所
同
也
」
と
あ
り
、
劉
邦
の
約
法
三
章
に
も
「
殺
人
者
死
、
傷
人
及
盗
抵
罪
」
（
『
史
記
』
巻
八
、

　
　
高
祖
本
紀
）
と
あ
る
よ
う
に
、
殺
人
を
死
刑
と
す
る
原
則
は
「
百
王
の
同
じ
ふ
す
る
所
」
と
さ
れ
て
い
た
。
軽
蔑
期
の
廷
尉
直
（
姓
は
不
祥
）
の
言
に
も
「
殺

　
　
人
者
死
、
傷
人
者
刑
、
古
今
之
通
道
、
三
代
所
不
易
也
。
」
（
『
漢
書
』
巻
八
三
、
酵
宣
伝
）
と
あ
る
。

（
1
5
）
　
駆
奴
で
あ
っ
た
北
京
路
の
薬
茶
合
馬
が
打
罵
さ
れ
た
た
め
に
恨
ん
で
い
た
主
人
劉
懐
玉
を
仲
間
と
し
て
共
謀
し
て
殺
害
し
た
例
、
及
び
西
京
路
の
路
騙
児

　
　
が
忽
林
察
を
殺
害
し
、
そ
の
妻
を
脅
し
て
通
帯
し
た
上
で
共
に
逃
亡
し
た
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
犯
人
は
死
刑
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
至
元
九
年
三
月
、
完
工
蘭
の
樋
口
張
保
児
ら
が
役
人
の
次
妻
と
そ
の
息
子
を
殺
害
し
た
ケ
ー
ス
、
（
及
び
そ
の
前
例
と
し
て
参
コ
因
れ
た
益
都
路
の
黄
伴
寄

　
　
ら
が
役
人
で
あ
る
心
木
児
の
妻
と
息
子
併
せ
て
三
人
を
殺
害
せ
ん
と
し
た
ケ
ー
ス
）
で
、
被
害
者
の
主
人
か
ら
の
減
刑
請
求
が
あ
っ
た
た
め
に
犯
人
は
死
刑
を

　
　
免
れ
て
い
る
。
次
妻
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
陞
前
掲
書
七
一
五
～
九
頁
を
参
照
。

（
1
7
）
　
桑
原
騰
藏
氏
は
唐
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
の
内
容
は
、
①
祖
父
母
や
父
母
を
告
訴
す
る
も
の
、
②
祖
父
母
父
母
を
悪
口
す
る
も
の
、
③
祖
父
母
父
母
の
存
生

　
　
中
に
、
子
孫
兄
弟
が
別
家
す
る
も
の
、
④
祖
父
母
父
母
に
対
し
て
充
分
供
養
せ
ざ
る
も
の
、
⑤
父
母
の
喪
中
に
嫁
諏
す
る
も
の
、
⑥
父
母
の
喪
中
に
奏
楽
す
る

　
　
も
の
、
⑦
父
母
の
喪
中
に
喪
服
を
着
け
ざ
る
も
の
、
⑧
祖
父
母
父
母
の
喪
を
黙
す
も
の
、
⑨
祖
父
母
父
母
の
喪
を
偽
り
称
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
分
類
す
る

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

一
五
三



一
五
四

　
　
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
誼
と
四
四
と
は
厳
密
に
い
え
ば
別
で
あ
る
の
で
、
筆
者
は
こ
れ
を
二
つ
に
分
か
ち
、
ま
た
、
⑥
と
⑦
と
は
一
連
の
も
の
で
あ
る
（
喪
服
を

　
　
脱
ぐ
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
「
不
孝
」
の
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
、
喪
中
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
諸
行
為
を
指
し
て
釈
服
従
吉
と
称
し
た
と
思
わ
れ
る
）
故

　
　
に
こ
れ
ら
を
一
つ
と
し
て
括
っ
た
。
桑
原
氏
前
掲
（
注
1
1
）
論
文
を
参
照
。

（
1
8
）
　
注
1
の
拙
稿
を
参
照
。

（
1
9
）
　
賊
尊
信
一
七
条
の
憎
悪
造
影
魅
の
疏
議
に
「
或
呪
或
誼
、
欲
以
殺
人
者
、
各
以
謀
殺
論
、
減
二
等
。
若
於
期
親
尊
長
及
外
祖
父
母
夫
夫
之
祖
父
母
父
母
、
各

　
　
不
減
、
依
上
条
、
皆
合
斬
罪
。
」
と
あ
る
。

（
2
0
）
　
滋
賀
氏
注
5
の
前
掲
書
を
参
照
。

（
2
1
）
　
注
2
に
同
じ
。

（
2
2
）
　
服
喪
中
に
妊
娠
す
る
こ
と
を
忌
む
と
い
う
慣
習
は
少
な
く
と
も
後
漢
時
代
に
は
存
在
し
た
。
『
風
俗
通
』
巻
二
、
彰
城
五
衰
元
服
に
よ
る
と
「
俗
説
に
い

　
　
う
、
元
服
の
父
落
書
は
光
禄
勲
と
為
り
寺
中
に
於
て
此
の
子
を
生
む
。
時
に
年
長
じ
、
不
孝
は
後
無
き
よ
り
大
な
る
は
な
し
、
故
に
之
を
熟
議
す
、
と
。
君
子

　
　
は
其
の
過
を
隠
さ
ず
、
因
り
て
『
服
』
を
以
て
字
と
す
」
と
あ
り
、
一
般
に
は
「
服
中
の
子
は
礼
を
犯
し
孝
を
傷
な
ひ
、
嘗
て
収
率
す
る
な
し
」
と
い
う
状
況

　
　
で
あ
っ
た
と
い
う
。
心
中
の
子
を
生
む
こ
と
を
刑
法
で
禁
じ
た
の
は
唐
代
頃
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
こ
れ
に
よ
っ
て
刑
を
受
け
た
者
が
ど
の

　
　
く
ら
い
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
お
、
明
の
太
祖
に
よ
っ
て
服
中
生
子
の
条
は
削
除
さ
れ
た
。
桑
原
氏
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
2
3
）
　
『
睡
材
質
秦
墓
竹
簡
』
封
診
式
の
遷
子
の
条
に
は
息
子
を
終
身
蜀
の
地
に
流
す
こ
と
を
求
め
た
父
親
の
告
発
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
「
不
孝
」
と

　
　
い
う
語
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
法
律
答
問
に
は
祖
父
母
を
殴
打
す
る
罪
が
（
死
刑
で
は
な
く
）
鯨
肉
旦
春
と
さ
れ
て
お
り
、
刑
法
上
の
「
不
孝
」
罪
に
入

　
　
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
死
刑
」
を
前
提
と
し
た
と
き
に
の
み
「
不
孝
」
と
い
う
罪
名
が
使
用
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
注
1
の
拙
稿
を
参
照
。

（
2
4
）
　
な
お
、
名
例
律
に
は
「
祖
父
母
父
母
の
喪
を
聞
き
て
挙
製
せ
ざ
る
」
行
為
が
「
不
孝
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
祖
父
母
の
喪
を
黙
し
た
場
合
も
父
母
の

　
　
喪
を
還
し
た
場
合
と
同
じ
く
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
職
制
律
に
お
い
て
も
「
祖
父
母
父
母
若
し
く
は
夫
の
喪
を
聞
き
て
」
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
実
際
に
は
「
父
母
若
し
く
は
夫
の
喪
を
聞
き
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
祖
父
母
の
喪
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
善
し
た
と
し
て
も
大
目
に
見
ら
れ
、
こ
れ
に

　
　
「
不
幸
」
罪
の
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
2
5
）
　
益
都
路
申
、
帰
問
到
彰
仙
招
伏
、
不
合
為
男
彰
友
不
孝
、
与
房
弟
彰
忠
、
姪
彰
顕
同
書
、
綿
工
面
撰
、
曇
日
河
内
産
道
。
取
到
一
起
旧
藩
詞
因
。
彰
仙
、
法



　
　
司
擬
、
彰
友
將
伊
父
殴
打
上
鞘
、
本
犯
応
死
、
彰
仙
盗
犯
、
国
情
可
恕
。
部
擬
、
免
罪
。
呈
省
准
免
罪
。
彰
忠
、
彰
顕
各
招
、
不
合
為
書
友
不
孝
、
与
伊
父
彰

　
　
仙
商
量
、
將
本
人
綿
羊
、
撒
於
河
内
津
死
罪
犯
。
法
遜
譲
、
各
合
子
五
年
、
古
塁
一
号
、
傍
隠
里
埋
銀
数
。
部
首
、
画
影
】
百
七
下
。
省
准
擬
。

（
2
6
）
　
奏
律
に
お
い
て
は
、
祖
父
母
を
殴
打
す
る
罪
は
鯨
城
毎
春
に
止
ま
っ
た
が
、
父
母
を
殴
打
す
る
行
為
は
「
不
孝
」
罪
と
し
て
死
刑
と
な
っ
た
。
や
が
て
儒
教

　
　
が
浸
透
し
た
漢
代
中
頃
か
ら
は
、
「
不
孝
」
罪
の
対
象
と
な
る
殴
打
の
範
囲
が
祖
父
母
に
ま
で
広
が
り
、
こ
れ
が
立
田
で
は
一
般
の
「
不
孝
」
罪
よ
り
も
ラ
ン

　
　
ク
が
上
の
「
悪
逆
」
罪
へ
格
上
げ
さ
れ
て
い
た
。
元
代
で
は
唐
律
に
い
う
「
悪
逆
」
罪
の
】
部
が
変
化
し
、
再
び
「
不
孝
」
罪
へ
と
移
動
し
た
と
理
解
さ
れ

　
　
る
。
右
の
「
死
有
罪
男
」
を
要
約
す
る
『
元
帳
』
巻
】
〇
四
、
刑
法
志
（
殺
傷
）
に
は
「
諸
そ
子
不
孝
に
し
て
父
が
弟
姪
と
同
謀
し
て
之
を
死
地
に
置
け
る

　
　
は
、
父
は
坐
せ
ず
、
弟
姪
は
杖
一
百
七
」
と
あ
る
。
仁
井
田
陞
前
掲
書
（
注
1
0
）
第
六
章
、
親
子
法
を
参
照
。

（
2
7
）
　
恐
ら
く
父
母
を
殴
打
す
る
と
い
う
行
為
が
普
遍
的
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
を
「
不
孝
」
罪
と
し
て
公
の
司
法
の
場
に
訴
え
て
そ
の
処
刑
を

　
　
願
い
出
る
と
い
う
如
き
事
態
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
彰
仙
の
場
合
、
自
分
達
の
手
で
殺
害
し
、
官
憲
に
は
こ
れ
を
事
故
死
と
偽
称

　
　
し
て
、
従
犯
者
た
ち
の
罪
も
免
れ
得
る
と
踏
ん
で
い
た
も
の
か
。

（
2
8
）
　
今
後
喪
葬
之
家
、
除
衣
衿
棺
榔
依
礼
挙
葬
外
、
不
許
轍
用
金
銀
宝
玉
器
、
玩
当
事
。
違
者
以
不
孝
坐
罪
。

（
2
9
）
　
至
元
十
五
年
欽
奉
条
画
内
一
端
節
該
、
提
刑
早
筆
司
官
所
至
之
処
、
省
察
風
俗
、
宣
明
教
化
、
若
有
不
孝
不
悌
、
乱
常
事
俗
、
皆
贈
主
縄
之
。

（
3
0
）
　
新
附
江
南
地
面
、
多
有
所
生
児
男
、
嬰
書
証
後
、
与
父
母
別
居
。
（
中
略
）
中
合
移
目
口
各
省
、
令
所
在
官
司
遍
行
講
諭
、
如
委
有
不
孝
不
悌
之
人
、
自
有
常

　
　
刑
。

（
3
1
）
　
凡
居
父
母
之
喪
、
葬
事
未
畢
、
弟
兄
不
得
分
財
異
居
。
錐
已
葬
詑
、
服
制
未
設
、
而
分
異
者
、
並
行
禁
止
。

（
3
2
）
　
今
自
後
、
如
祖
父
母
父
母
許
令
、
支
析
別
籍
者
聴
。
違
者
治
罪
。

（
3
3
）
　
桑
原
氏
の
前
掲
論
文
一
〇
六
頁
を
参
照
。

（
3
4
）
　
去
古
濡
雪
、
風
俗
日
薄
、
近
年
以
来
、
江
南
尤
甚
。
父
母
之
喪
、
小
量
差
響
茄
量
飲
酒
、
略
無
顧
忌
、
法
諺
欝
積
、
管
弦
歌
舞
、
導
引
循
枢
、
焚
葬
之
際
、

　
　
張
莚
排
宴
、
不
道
不
用
。
泣
血
未
乾
、
享
楽
如
此
。
昊
天
飛
報
、
其
安
在
哉
。
興
言
及
此
誠
可
哀
欄
。
若
不
善
約
、
深
為
未
宜
。
莫
若
今
後
、
除
蒙
古
色
目
合

　
　
従
本
俗
、
其
余
人
等
、
居
喪
送
殖
、
不
得
飲
宴
動
楽
。
聖
者
諸
人
首
巻
、
得
実
雪
吊
断
罪
。
所
在
官
司
、
申
禁
不
急
、
罪
亦
及
之
。

（
3
5
）
　
御
史
台
呈
、
張
徳
安
告
松
州
官
吏
不
公
、
本
州
中
土
、
執
羅
張
徳
安
、
不
孝
為
名
、
柾
断
八
十
七
下
、
遷
徒
輩
陽
、
沿
路
杖
瘡
潰
発
、
身
重
望
事
。

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

五
五
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（
3
6
）
　
『
元
典
章
』
刑
部
三
、
不
義
の
〔
居
喪
為
嫁
嬰
塾
徒
〕
に
は
至
元
七
年
の
尚
書
戸
部
の
恒
心
を
記
し
て
「
旧
例
、
居
父
母
及
夫
喪
、
而
嫁
黒
白
、
徒
三
年
、

　
各
離
調
。
（
中
略
）
中
書
省
次
口
、
依
准
施
行
。
」
と
あ
る
。
刑
部
一
の
冒
頭
の
新
旧
対
照
表
に
よ
れ
ぽ
、
旧
例
の
徒
三
年
は
杖
八
十
七
に
相
当
す
る
。
し
か
し
な

　
　
が
ら
、
そ
の
適
用
例
が
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
3
7
）
　
河
東
山
西
三
王
上
司
関
、
太
原
路
青
青
軍
戸
王
仲
禄
男
日
量
僧
、
二
元
二
十
一
年
十
二
月
三
十
日
、
真
否
浦
曲
真
為
妻
。
歯
元
二
十
三
年
正
月
内
、
王
雛
僧

　
　
身
死
、
停
屍
在
家
、
三
岳
禄
却
過
屍
骸
王
仲
福
男
王
唐
児
為
男
、
令
王
唐
児
与
賀
真
真
、
拝
潜
函
猪
僧
屍
霊
、
盲
想
成
親
。
至
二
月
初
二
日
、
才
薄
歯
猪
僧
殖

　
鼠
落
当
。
梅
坪
之
後
、
已
有
所
生
児
男
。
本
部
照
得
、
五
条
内
、
収
艘
者
有
例
、
夫
照
雨
欠
品
志
裏
漏
例
。
十
王
路
銀
不
着
葬
口
髭
兄
、
於
停
喪
之
夜
、
与
捜

　
賀
真
真
、
拝
屍
成
親
、
大
傷
風
化
。
若
依
草
草
、
將
各
人
離
異
、
相
応
。
都
心
准
擬
、
令
王
唐
児
与
羽
織
真
離
異
。

（
3
8
）
　
王
継
祖
父
喪
、
停
屍
筆
意
成
親
、
乱
撃
普
賢
、
莫
甚
於
此
。
参
照
、
宜
従
都
省
墨
付
枢
密
院
断
例
、
各
人
離
異
、
所
糠
骨
継
祖
、
続
合
罷
職
、
相
応
。
具

　
　
呈
。
都
省
准
呈
、
依
上
施
行
。

（
3
9
）
　
山
南
江
北
道
野
並
司
申
、
葉
応
山
野
告
、
応
城
県
典
史
張
大
栄
、
門
守
服
制
、
於
瀬
戸
本
家
宿
善
録
事
。
軍
将
典
史
張
大
栄
招
状
、
既
照
応
城
県
典
史
、
大

　
徳
十
一
年
三
月
之
任
、
不
合
遇
鑓
席
、
肥
馬
斎
女
、
弁
蓋
歌
唱
、
恣
意
作
楽
、
因
麗
筆
娼
女
基
調
丑
顔
色
、
不
時
用
言
、
將
本
婦
調
戯
。
於
大
徳
十
一
年
八
月

　
　
二
十
六
日
夜
】
更
時
分
、
前
去
郵
高
家
、
碕
杖
公
勢
、
与
息
女
一
難
丑
、
対
面
議
許
、
毎
月
出
中
統
覚
七
十
五
両
、
与
都
舞
丑
養
購
卑
小
、
不
令
開
門
接
客
。

　
　
当
夜
、
先
言
首
落
丑
中
幕
紗
二
十
五
両
、
与
本
婦
宿
年
、
至
二
更
時
分
回
還
。
又
招
、
至
大
元
年
爆
撃
↓
月
初
十
日
、
父
張
恋
因
病
身
亡
、
明
知
新
喪
父
親
、

　
　
人
子
大
事
、
晶
群
応
城
県
典
史
、
親
民
之
役
、
自
合
居
守
服
制
、
下
上
合
当
月
二
十
六
日
、
前
置
郵
丑
早
撮
、
与
本
門
淫
慾
一
次
、
依
前
月
送
電
紗
、
節
続
帯

　
　
酒
前
出
宿
睡
。
及
於
至
大
二
年
三
月
初
三
日
一
更
時
分
、
前
壷
娼
女
呉
大
姐
差
宿
睡
、
至
二
更
時
分
、
方
里
講
習
。
議
得
、
典
史
張
大
栄
所
望
、
職
役
錐
小
、

　
　
案
腰
骨
民
、
教
化
風
俗
、
不
為
不
偏
。
父
死
活
及
二
七
、
骸
骨
耳
茸
、
与
油
女
郡
丑
丑
、
最
大
姐
、
二
曹
宿
睡
飲
酒
、
不
遵
礼
訓
、
掻
傷
風
化
。
若
依
申
継
祖

　
　
居
士
成
親
例
断
、
却
縁
王
継
祖
係
求
嬰
応
得
妻
室
。
今
張
大
栄
不
思
報
本
、
絶
滅
哀
情
、
飲
酒
宿
睡
、
情
罪
尤
重
。
除
情
張
大
栄
、
量
情
断
八
十
七
下
、
罷
役

　
　
外
、
擬
合
除
名
不
叙
、
遍
行
照
会
、
以
敦
風
化
。

（
4
0
）
　
近
檬
広
西
道
廉
訪
司
書
、
劉
浩
然
状
告
、
盛
栄
不
依
再
三
、
改
作
荘
栄
。
伊
父
荘
覚
顕
、
母
陳
氏
蜜
蝋
、
皇
位
濃
州
路
知
事
、
不
離
酒
面
、
匿
喪
之
任
、
於

　
例
有
違
。
取
詑
荘
智
見
伏
、
露
呈
出
訴
。
得
此
。
移
准
御
史
台
風
口
、
掃
墨
中
書
省
剖
付
、
中
型
刑
部
呈
、
照
得
、
元
貞
二
年
七
月
初
四
日
、
淫
書
中
書
省
割

　
　
付
、
御
史
台
呈
、
准
准
西
江
北
道
廉
訪
司
申
、
黄
州
路
録
事
司
判
官
斬
克
忠
、
聞
知
父
亡
、
不
即
製
計
、
雪
行
飾
詞
、
不
肯
離
職
。
重
目
所
為
、
百
合
懲
戒
。



　
　
得
此
。
送
本
部
議
得
、
職
官
奔
喪
、
已
有
定
例
。
其
黄
塘
路
録
判
斬
克
忠
、
聞
知
製
剤
、
申
准
本
管
官
司
明
降
、
霜
野
不
行
奔
喪
、
量
決
四
十
七
下
、
解
見

　
　
任
、
期
年
之
後
、
降
一
等
標
附
、
相
応
。
得
此
。
都
省
准
擬
、
除
外
、
合
下
弓
照
験
、
依
例
施
行
。
今
検
見
奉
、
議
得
、
荘
栄
遭
値
父
母
重
罰
、
服
制
未
終
、

　
　
忘
哀
之
任
、
比
例
決
四
十
七
下
、
解
見
任
、
期
年
之
後
、
降
一
等
叙
用
。
罪
過
（
遇
）
原
免
、
依
例
連
曲
、
相
応
。
具
上
下
詳
。

（
4
1
）
　
［
張
敏
母
の
憂
に
丁
さ
ず
］
の
条
を
参
照
。

（
4
2
）
　
［
斐
従
義
が
哀
を
冒
し
て
公
参
す
］
の
条
を
参
照
。

（
4
3
）
　
大
徳
五
年
三
月
、
行
台
准
御
史
台
端
白
、
燕
南
河
北
道
廉
訪
輔
弼
、
准
分
司
牒
該
、
体
面
、
晋
州
争
点
花
赤
捏
克
伯
、
家
在
解
州
、
職
居
見
任
、
思
慕
彼
中
妻

　
　
子
、
無
由
遅
遅
、
乃
虚
称
老
母
病
葉
、
国
喪
給
仮
、
前
盛
解
毒
、
住
経
月
余
、
不
顧
老
母
軽
罰
、
却
携
妻
子
、
同
来
任
所
。
為
此
、
責
得
捏
克
伯
状
、
招
伏
是

　
　
実
。
得
此
。
切
詳
、
父
母
子
之
天
地
根
。
生
繭
喪
葬
、
倶
有
常
例
。
国
画
克
伯
、
骨
面
生
存
、
恨
言
病
故
、
給
膚
帯
取
妻
子
。
其
曙
鼻
詰
愛
、
棄
絶
大
倫
、
無

　
　
甚
於
此
。
若
不
懲
戒
、
有
壁
風
化
。
擬
合
將
本
官
断
罪
罷
職
、
傍
追
離
職
月
日
俸
給
還
官
、
聴
罪
各
処
、
以
翼
竜
余
。
油
層
照
験
。
准
此
。
門
司
看
詳
、
捏
克

　
　
伯
所
犯
、
詐
称
母
死
、
求
仮
奔
喪
、
規
避
官
事
即
係
不
忠
不
孝
、
聴
罪
非
軽
。
若
准
分
至
当
擬
、
厳
行
懲
戒
、
相
応
。
申
乞
俗
謡
。
得
此
。
於
十
月
二
十
四

　
　
日
、
緑
台
奏
過
省
内
一
件
、
「
燕
南
廉
訪
司
文
字
細
説
将
来
『
晋
州
達
魯
花
器
捏
克
伯
小
名
楽
人
、
”
他
毒
死
了
”
懸
道
難
読
、
撒
了
勾
当
、
去
家
士
取
將
他
娘

　
　
婦
来
。
』
”
娘
死
了
也
”
屡
道
立
読
、
家
裏
去
来
的
、
招
了
。
他
重
罪
過
重
有
来
。
詔
書
図
題
了
也
。
他
的
勾
当
裏
革
了
、
不
堪
幾
時
、
勾
当
黒
円
委
付
呵
、
窓

　
　
生
」
奏
呵
、
「
那
般
者
」
麿
道
、
聖
旨
了
也
。
欽
此
。

（
4
4
）
　
『
元
典
章
』
巻
四
一
に
は
、
「
不
孝
」
罪
に
準
ず
る
行
為
と
し
て
〔
打
殺
争
論
〕
や
〔
殴
傷
妻
母
〕
の
行
為
が
「
不
義
」
と
さ
れ
る
例
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
こ
れ
ら
は
刑
罪
の
対
象
が
官
僚
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
「
不
孝
」
と
「
不
義
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
す
。

（
4
5
）
　
同
右
、
不
道
の
〔
採
生
盤
毒
〕
の
条
に
「
採
生
支
悪
人
者
、
鞠
間
明
白
、
審
復
無
冤
、
最
合
凌
遅
処
死
、
籍
没
家
産
」
と
あ
る
↓
例
の
み
で
あ
る
。

『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
前
近
代
中
国
の
「
不
孝
」
罪

一
五
七


